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金
朝
の
支
配
領
域
は
、
嘗
キ
タ
イ
遼
一帝
園
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
を
除
く
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
全
域
及
び
長
城
以
南
燕
雲
地
匿
、
さ
ら
に
奮
北
宋
領
准

河
以
北
の
地
全
域
を
覆
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
異
な
る
統
治
形
態
が
採
ら
れ
た
遼
・
北
宋
奮
地
の
支
配
に
嘗
た
っ
て
、
金
朝
は
隻
方

の
統
治
シ
ス
テ
ム
を
受
け
耀
ぐ
こ
と
と
な
る
。
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と
り
わ
け
、
建
園
期
よ
り
奮
遼
朝
の
遺
臣
た
る
契
丹
人
・
渇
海
人
、
或
い
は
燕
雲
地
匿
を
中
心
と
す
る
漢
人
の
政
治
上
に
占
め
る
役
割
は
大

(
1

)
 

き
く
、
公
式
の
文
書
に
も
女
異
文
字
と
と
も
に
契
丹
文
字
が
併
用
さ
れ
る
な
ど
、
遼
制
縫
承
の
影
響
は
北
宋
制
に
比
し
て
大
な
る
も
の
が
あ
っ

た

」
う
し
た
朕
況
が
章一
宗
朝
に
入
り
獲
化
を
見
せ
る
。

-章
宗
の
治
世

(
大
定
二
九
年
J
泰
和
八
年
、

一
一
八
九
J
一
二
O
八
)
に
は
様
々
な
制
度
改

革
が
な
さ
れ
る
が
、
従
来
そ
れ
ら
は
泰
和
律
令
の
編
纂
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
歴
代
中
園
王
朝
と
の
同
一
化
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、
一
章
宗
自

身
の
漢
文
化
愛
好
と
と
も
に
女
民
族
の
「
漢
化
」
の
進
行
を
示
す
指
標
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

一
連
の
諸
改
革
に
は
、
単
な
る
歴
代
中
園

主
朝
の
模
倣
と
い
う
一
面
的
理
解
で
は
捉
え
き
れ
な
い
章
一
宗
の
抱
く
明
確
な
政
治
的
意
圃
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
世
特
に
元
朝
に
輿
え
た
影
響
の
面
か
ら
見
る
と

至
元
八
年
ハ
一
二
七
一
)
以
前
に
お
け
る
泰
和
律
令
の
纏
績
使
用
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
章
宗
朝
の
様
々
な
施
策
は
ク
ビ
ラ
イ
政
権
初
期
の
政
策
に
多
大
な
影
響
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ク
ビ
ラ
イ
政
権
を
縫
っ

た
人
士
が
、
嘗
一
該
時
期
に
官
途
に
就
く
な
ど
、
-
章
宗
朝
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
雨
者
の
連
積
性
を
示
唆
す
る

- 2ー

も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
章
一
宗
朝
の
持
つ
重
要
性
に
着
目
し
、
嘗
一
該
時
期
に
な
さ
れ
た
諸
方
面
に
亙
る
改
革
の
う
ち
、
監
察
制
度
改
革
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
提
刑
司
の
検
討
を
通
し
て
、

遼
・
北
宋
制
受
容
の
経
緯
、

さ
ら
に
元
制
に
興
え
た
金
制
の
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
と
す

る
。
ま
た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
提
刑
司
は
章
宗
即
位
直
後
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
改
革
質
施
の
第
一
歩
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
加
え
て
提
刑
司
が
捲

っ
た
多
岐
に
亙
る
職
掌
に
は
、
明
ら
か
に
他
の
改
革
と
の
連
動
が
見
ら
れ
る
な
ど
、

一
連
の
改
革
の
性
格
を
端
的
に

示
す
も
の
と
見
な
し
う
る
こ
と
か
ら
、
提
刑
司
の
検
討
を
逼
し
て
、
-
章
宗
朝
諸
改
革
の
背
景
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
金
代
提
刑
司
に
闘
す
る
専
論
と
し
て
は
、
蒋
松
岩
氏
の
「
金
代
提
刑
司
興
按
察
司
初
探
」
が
あ
り
、
提
刑
司
の
組
織

・
職
掌
等
の
考

(

2

)

 

察
が
な
さ
れ
、
中
央
集
権
の
強
化
を
目
的
と
し
て
提
刑
司
が
設
置
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
何
俊
哲

・
張
達
昌

・
子
園
石
氏
の
著
書
『
金
朝
史
』

(

3

)

 

や
は
り
同
様
に
中
央
集
権
化
の
推
進
、
或
い
は
皇
帝
権
の
強
化
を
目
的
と
し
て
提
刑
司
が
設
置
さ
れ
た
と
す
る
が
、
雨
者
と
も

に
お
い
て
も
、



そ
の
妓
述
は
簡
略
で
あ
り
、
ま
た
監
察
機
闘
の
撮
充
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
中
央
集
権
の
強
化
と
い
う
結
論
を
導
く
な
ど
、
十
分
な
設
明
が
な
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
最
近
の
李
治
安
氏
の
一

連
の
元
代
粛
政
廉
訪
司
に
劃
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
金
代
提
刑
司
と
の
連
績

性
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
氏
の
主
眼
が
粛
政
廉
訪
司
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
提
刑
司
に
閲
す
る
言
及
は
そ
の
流
れ
の
中
で
鏑
れ
ら
れ
る
に
過
ぎ

ハ
4
)

な
しそ

こ
で
、
以
下
提
刑
司
の
措
っ
た
多
方
面
に
わ
た
る
職
掌
、

ま
た
提
刑
司
官
就
任
者
等
の
検
討
を
通
し
て
、
上
記
諸
問
題
に
射
す
る
考
察
を

加
え
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

提
刑
司
の
職
掌

金
代
提
刑
司
は
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
を
主
な
任
と
し
、
多
方
面
に
亙
る
権
限
を
付
輿
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
様
々
な
職
掌
の
検

- 3 ー

討
を
通
し
て
、
監
察
制
度
史
上
に
お
け
る
金
代
提
刑
司
の
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
節

地
方
監
察

|
1弾
劾
と
推
翠
|

|

(

5

)

 

章
宗
即
位
の
直
後
、
大
定
二
九
年
六
月
乙
未
、
全
園
一
九
路
を
九
路
に
分
け
て
提
刑
司
が
設
置
さ
れ
た
。
九
路
提
刑
司
の
設
置
に
際
し
て
、

章
宗
は
衣
の
様
に
述
べ
る
。

章
宗
聞
位
し
、
初
め
て
九
路
提
刑
司
を
置
く
に
、
蒲
帯

北
京
臨
讃
提
刑
使
と
震
る
。
詔
し
て
日
く
「
朕
初
め
て
即
位
す
る
に
、
高
民
を

労
す
る
を
憂
い
、
毎
に
刑
獄
未
だ
卒
ら
か
な
ら
ず
、
農
桑
未
だ
勉
め
ず
、
吏
或
い
は
法
度
に
循
わ
ず
、
以
て
吾
が
治
を
襲
す
る
を
念
う
。

朝
廷
使
を
遣
わ
し
廉
問
せ
し
む
る
も
、
事
周
悉
し
難
し
。
惟
う
に
提
刑
・
動
農
・

采
訪
の
官
は
、
古
よ
り
こ
れ
有
り
。
今
九
路
に
分
か
ち

(6
)
 

専
ら
是
の
職
を
設
け
れ
ば
、
爾
ら
其
れ
心
を
壷
く
し
、
往
き
て
乃
の
事
に
強
め
よ
。
」
と
。

裁
判
の
公
正
化
・
農
業
の
振
興
・
官
吏
の
違
法
行
篇
の
取
り
締
ま
り
が
、
提
刑
司
に
課
せ
ら
れ
た
職
務
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
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提
刑
司
は
地
方
に
お
け
る
唯
一
常
置
の
監
察
機
関
と
し
て
、
贋
範
な
職
掌
を
受
け
持
つ
こ
と
と
な
る
が
、

る
の
は
、
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
で
あ
っ
た
。

そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
一核
と
な

金
代
、
官
吏
に
射
す
る
監
察
を
行
う
官
司
と
し
て
は
、
中
央
に
内
憂
と
稽
さ
れ
る
御
史
蓋
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
提
刑
司
は
外
蓋
と

呼
ば
れ
、
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
を
主
な
職
責
と
す
る
が
、
こ
れ
は
前
代
北
宋
の
監
司
の
制
度
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

北
宋
に
お
け
る
監
司
は
、
蒔
運
司
・

提
酷
刑
獄

・
安
撫
司

・
提
奉
常
卒
司
の
四
司
を
そ
の
代
表
と
す
る
。

」
れ
ら
監
司
は

そ
れ
ぞ
れ
民

事

・
財
政
・
裁
判

・
警
察

・
軍
事
等
に
射
す
る
監
察
を
そ
の
職
務
と
し
、
知
州

・
知
豚
等
州
豚
官
の
監
督
官
と
し
て
、
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
重

(

7

)

 

要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
監
司
聞
に
お
い
て
も
相
互
に
監
察
が
な
さ
れ
、
不
正
を
防
止
す
る
と
い
う
権
力
分
散
の
措
置
が
採
ら
れ
た
。

し
か
し
、
既
に
巴
租
謙
が
指
摘
す
る
様
に
、
複
数
の
監
司
の
存
在
は
監
察
系
統
の
不
統
一
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
、
地
方
行
政
事
務
を
滞
ら

(
8
)
 

せ
る
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
路
或
い
は
数
路
を
管
轄
範
圏
と
す
る
財
政
統
轄
機
関
で
あ
り
、
ま
た
提

(

9

)

 

奉
常
卒
司
は
設
置
さ
れ
ず
、
安
撫
司
も
猛
安
謀
克
を
指
揮
す
る
軍
事
系
統
の
官
司
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
朕
況
の
も
と
、
提
刑
司
は
北
宋
監
司

」れ
に
射
し
て
、
金
代
に
お
け
る
轄
運
司
は
監
察
擢
を
持
た
ず
、

- 4一

の
捲
っ
た
民
事

・
財
政
・
裁
判
・

警
察

・
軍
事
等
全
て
に
劃
す
る
監
察
擦
を
握
る
唯

一
の
監
察
機
関
と
し
て
、
地
方
に
常
置
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
金
代
提
刑
可
が
北
宋
の
監
司
を
統
合
す
る
形
で
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

金
代
唯
一
の
監
司
た
る
提
刑
司
の
監
察
は
、
巡
援
と
い
う
管
轄
地
域
内
を
巡
る
現
地
調
査
を
通
し
て
、
地
方
官
の
質
務
能
力
、
勤
務
態
度
を

見
き
わ
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
査
定
結
果
は
地
方
官
の
勤
務
評
定
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

、と

『金
史
』

巻
九
五
劉
環
俸
に
よ
る

上
嘗
て
考
課
の
法
今
行
う
べ
き
や
否
や
を
問
う
に
、
右
丞
相
爽
谷
清
臣
日
く
「
之
を
行
う
も
亦
た
可
な
り
。
但
だ
格
法
繁
な
れ
ば
則
ち
有

(
劉
〉
薄
日
く

「考
課
の
法
は
名
質
を
綿
接
す
る
に
本
づ
く
。

以
て
賞
罰
を
行
う
も
、
亦
た
其
の
意
な
り
。

若
し
別
に
法
を
設
く
る
を
議
せ
ば
、
恐
ら
く
は
太
は
だ
繁
に
渉
ら
ん
。
」
と
。

司
承
用
す
る
に
難
か
る
の
み
。
L

と。

今
提
刑
司
、

廉
能
掘
濫
を
瞳
察
し



既
に
現
在
提
刑
司
の
瞳
察
(
寅
際
に
現
地
に
赴
き
調

査
を
行
う
こ
と
)
に
よ
っ
て
地
方
官
の
勤
務
賦
況
に
劃
す
る
査
定
が
な
さ
れ
て
い
る
現
肢
を
ふ
ま
え
て
、

地
方
官
の
勤
務
評
定
の
規
定
を
改
め
ん
と
す
る
章
宗
に
封
し
て
、
劉
建
が
述
べ
る
意
見
は
、

」
れ
に
加
え
さ
ら
な
る
規
定
を
設
け

る
こ
と
の
煩
雑
さ
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
提
刑
司
に
よ
る
監
察
は
、
管
轄
区
域
内
の
地
方
官
す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
に
お
け
る
高
位
の
官
司
と
し
て
は
、

路
の
行
政
統
轄
権
を
握
る
留
守
司
・
穂
管
府
、
軍
事
面
に
お
け
る
統
軍
司
・
招
討
司
等
が
事
げ
ら
れ
る
が
、
四
司
の
長
官
に
は
い
ず
れ
も
正
三

ロ
聞
の
口
問
階
が
興
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

こ
れ
ら
正
三
口
間
以
下
の
官
司
の
監
察
に
あ
た
る
提
刑
司
の
長
官
、
提
刑
使
の
口
問
階
も
同
じ
く
正
三
口
問

(

叩

)

で
あ
り
、
前
掲
四
司
と
同
様
、
地
方
に
お
け
る
最
高
位
の
官
司
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
方
官
全
般
に
亙
る
監
察
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
結

果
に
基
づ
き
管
轄
路
内
に
お
け
る
弾
劾
・
推
拳
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る。

提
刑
司
に
よ
る
弾
劾
が
、
地
方
官
全
て
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
相
嘗
な
数
果
を
護
揮
し
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
次
の
例
で
も
明
ら
か

で
あ
る
。

『
金
史
』
倉
一

O
一
抹
撚
壷
忠
俸
に
よ
る
と
、

(
泰
和
)
八
年
、
入
り
て
吏
部
郎
中
と
矯
り
、
中
都
西
京
按
察
使
に
累
遷
す
c

是
の
時
、

結
石
烈
執
中
西
京
留
守
震
る
に
、

(
抹
撚
)
壷

- 5一

忠
と
争
い
、
私
意
も
て
協
わ
ず
。

童
忠
陰
か
に
執
中
の
過
失
を
伺
い
、
申
奏
す
。
執
中
政
庖
す
る
と
雄
も
、
普
く
其
の
部
曲
を
撫
御
し
、

密
か
に
居
庸
・
北
口
に
腹
心
を
置
き
按
察
司
の
文
字
を
刺
取
す
。

執
中
紫
繭
閥
よ
り
走
り
て
中
都
に
還
る
に
及
び
、
量
忠
に
詔
し
て
左
副

元
帥
兼
西
京
留
守
と
震
す
。

中
都
西
京
路
按
察
使
で
あ
っ
た
抹
撚
壷
忠
は
西
京
留
守
蛇
石
烈
執
中
を
弾
劾
す
る
た
め
上
奏
文
を
朝
廷
に
迭

っ
た
が
、

こ
れ
を
未
然
に
察
知
し

た
執
中
に
よ
っ
て
上
奏
文
は
奪
わ
れ
、
逆
に
執
中
の
計
略
に
よ

って、

奉
忠
は
左
副
元
帥
兼
西
京
留
守
に
異
動
と
な
る
。

こ
の
時
、
執
中
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
西
京
留
守
は
、
地
方
の
最
重
要
地
に
設
置
さ
れ
た
五
京
の
一
つ
、

西
京
大
同
府
に
置
か
れ
た
西
京
留
守

司
の
長
官
で
あ
り
、

西
京
路
の
行
政
・
軍
事
南
面
の
統
轄
擢
を
撞
る
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
閲
し
て
は
、
近
侍
と
し
て
章
宗
の
側
近
く
に
仕
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ぇ
、
そ
の
信
任
を
背
景
に
「
股
愚
」
と
稽
さ
れ
る
ほ
ど
に
権
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
執
中
の
策
略
に
よ
っ
て
、
弾
劾
は
不
成
功
に
終
わ

っ
た
も
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の
の
、
地
方
に
お
け
る
最
高
位
の
官
職
た
る
留
守
に
ま
で
按
察
司
の
弾
劾
が
及
び
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
際
の
蓋
忠
の
左

副
元
帥
兼
西
京
留
守
へ
の
昇
進
は
、
按
察
使
と
し
て
の
監
察
権
を
奪
い
、
そ
の
弾
劾
を
回
避
す
る
痛
の
計
略
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

ま
た
、
設
置
の
初
め
よ
り
提
刑
司
に
は
地
方
官
の
弾
劾
と
と
も
に
、
地
方
の
優
秀
な
人
材
を
中
央
に
推
掌
す
る
と
い
う
権
限
が
興
え
ら
れ
て

お
り
、
弾
劾

・
推
事
と
い
う
機
限
を
握
る
こ
と
で
、
提
刑
司
は
地
方
官
の
人
事
を
左
右
す
る
権
限
を
一
手
に
縫
う
こ
と
と
な
っ
た
。
地
方
の
官

吏
・
人
士
の
推
奉
権
を
提
刑
司
に
付
興
し
た
背
景
に
は
、
印
位
嘗
初
の
章
一
宗
の
積
極
的
な
人
材
登
用
を
願
う
思
い
が
強
く
働
い
て
い
た
。

(
江
)

-
章
宗
は
即
位
の
は
じ
め
、
人
材
の
登
用

・
官
員
の
考
課
に
闘
す
る
十
箇
僚
に
の
ぼ
る
提
議
を
尚
書
省
に
て
審
議
さ
せ
る
。

「
選
奉
十
事
」
と

呼
ば
れ
る
そ
の
全
文
は
『
金
史
』
巻
五
回
選
翠
志
奉
薦
僚
に
記
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
全
文
を
載
せ
る
の
は
煩
雑
に
過
ぎ
る
た
め
、
本
稿
の
テ
l

マ
で
あ
る
提
刑
司
が
閲
わ
る
保
項
に
閲
し
て
、
以
下
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
第
一
候
自
に
提
刑
司
が
闘
興
す
べ
き
も
の
と
し
て
官
員
の
考
課
に
関
わ
る
提
議
が
な
さ
れ
る
。

其
の
一
に
日
く
「
奮
格
は
、
進
士

・
軍
功
最
高
す
ら
、
向
お
且
つ
初
は
丞
簿
に
除
し
、
第
五
任
鯨
令
な
れ
ば
正
七
品
に
升
し
、
正
七
品
を

雨
任
せ
ば
六
ロ
聞
に
升
し
、
六
品
を
三
任
せ
ば
従
五
品
に
升
し
、
従
五
合
同
〉
を
雨
任
せ
ば
正
五
品
に
升
し
、
正
五
(
品
〉

三
任
し
し
か
る
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後
刺
史
に
升
す
。

四
十
徐
年
を
計
え
て
始
め
て
刺
史
に
至
る
を
得
る
な
り
。
其
の
他
の
資
格
も
て
出
職
す
る
者
は
知
る
べ
し
。
資
格
に
拘

る
の
滞
は
、

此
の
如
き
に
至
る
。
其
れ
提
刑
司
を
し
て
用
う
べ
き
の
才
を
採
訪
せ
し
め
、
資
考
を
減
じ
て
之
を
用
う
れ
ば
、
用
う
べ
き
者

を
し
て
衰
老
に
至
ら
ざ
ら
し
む
る
に
庶
か
ら
ん
。
」
と
。

従
来
の
資
格
を
遵
守
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
昇
進
の
遅
延
を
問
題
と
し
、
こ
の
問
題
に
封
慮
す
る
震
の
措
置
と
し
て
、
提
刑
司
の
瞳
察
を
逼

し
て
有
能
と
認
め
ら
れ
た
官
員
を
昇
進
に
必
要
と
さ
れ
た
職
歴
を
削
減
し
て
す
み
や
か
に
昇
準
さ
せ
る
こ
と
と
す
る。

次
に
、
第
三
僚
と
し
て
、

其
の
三
に
日
く
「
随
路
の
提
刑
司
の
訪
ず
る
所
の
廉
能
の
官
は
、
就
ち
に
其
の
缶
に
堪
う
る
の
職
事
を
定
め
、

宜
し
き
に
従
い
遜
注
せ
し

む。
」
と。



提
刑
司
の
韓
察
を
逼
し
て
廉
能
(
清
廉
で
有
能
)
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
官
員
を
適
宜
登
用
・

昇
進
さ
せ
る
こ
と
と
す
る。

さ
ら
に
、
第
九
僚
に
お
い
て
は
、

其
の
九
に
日
く

「
親
軍
の
出
職
は
、
内
に
4

ん
も
武
塞
に
長
じ
勇
敢
な
る
こ
と
人
に
過
ぐ
る
者
有
ら
ば
、
其
れ
内
外
官
を
し
て
奉
げ
、
提
刑

司
を
し
て
察
せ
し
め
、
資
考
高
き
者
の
如
き
は
、
沿
迭
の
刺
史

・
同
知
・
牒
令
に
参
注
す
ベ
し
。
」

と。

親
軍
出
身
者
の
内
、
武
事
に
優
れ
勇
敢
な
者
を
内
外
官
に
推
奉
さ
せ
、
提
刑
司
は
内
外
官
の
推
奉
し
た
人
材
を
再
調
査
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ

こ
で
の
提
刑
司
の
職
責
は
直
接
人
材
を
推
奉
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
内
外
官
が
推
奉
し
た
人
材
を
再
調
査
す
る
と
い
う
任
が
輿
え
ら

れ
て
い
る
以
上
、
被
推
暴
者
の
審
査
の
み
な
ら
ず
、
人
材
の
見
極
め
を
通
し
て
推
奉
者
た
る
内
外
官
の
能
力
を
も
審
査
す
る
と
い
う
機
能
を
期

待
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う。

最
後
に
、
第
十
僚
で
は
、

其
の
十
に
日
く
「
内
外
官
の
薦
む
る
所
の
人
材
は
、
印
ち
に
翠
ぐ
る
所
に
依
り
て
之
を
試
し、

提
刑
司
に
委
ね
虚
賞
を
採
訪
せ
し
め
、
若

し
果
た
し
て
能
く
職
に
稽
わ
ば
、

更
に
蓮
擢
を
加
え
、
如
し
或
い
は
禄
禄
た
れ
ば
、
即
ち
に
常
調
に
、選
る。

古
は
賢
を
進
む
れ
ば
上
賞
を

不持円
を
進
む
れ
ば
罰
有
り
。
其
れ
賞
罰
の
保
格
を
立
定
せ
ば
、
人
を
し
て
敢
て
街
私
せ
し
め
ざ
る
に
庶
か
ら
ん
。
」

と。
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受
け
、

さ
ら
に
提
刑
司
の
審
査
を
経
る
こ
と
で
、

推
薦
者
と
被
推
薦
者
と
の
癒
着
を
防

ぐ
と
と
も
に
、
人
材
の
見
極
め
に
射
し
て
内
外
官
に
巌
し
い
責
任
を
課
す
こ
と
と
す
る。

贋
く
内
外
官
の
推
薦
す
る
人
材
全
般
に
劃
し
て
試
験
を
諜
し
、

即
位
後
間
も
な
く
こ
う
し
た
人
材
の
登
用
・
考
課
の
見
直
し
に
闘
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。
こ
こ
で
提
議
さ

れ
る
提
刑
司
に
よ
る
清
廉
有
能
な
地
方
官
の
推
奉
、
ま
た
推
奉
者
に
劃
す
る
再
調
査
な
ど
に
見
ら
れ
る
の
は
、
提
刑
司
の
調
査
・

査
定
結
果
を

も
っ
て
官
員
の
勤
務
評
債
の
基
準
と
せ
ん
と
す
る
姿
勢
で
あ
る。

「選
奉
十
事
」
中
に
お
け
る
提
刑
司
の
占
め
る
役
割
の
大
き
さ
は
、
改
革
質

施
に
必
要
不
可
歓
で
あ
る
人
事
問
題
へ
の
劃
躍
が
提
刑
司
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
弾
劾
・
推
奉
と
い
う
雨
擢

が
提
刑
司
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

463 
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さ
ら
に
、
地
方
官
に
針
す
る
監
察
を
通
し
て
な
さ
れ
た
弾
劾
・
推
奉
に
閲
す
る
報
告
は
、
直
接
に
皇
帝
一
で
あ
る
章
宗
に
届
け
ら
れ
た
。

=官

金

史
』
各
九
-
章
宗
紀
大
定
二
九
年
六
月
丁
巳
僚
に
、

提
刑
官
に
命
じ
除
せ
ら
る
る
の
後
便
殿
に
お
い
て
聴
旨
し
、
十
月
毎
に
使
・
副
の
内

一
員
入
見
し
事
を
議
せ
し
む
。
如
し
止
だ

一
員
の
み

な
れ
ば
則
ち
剣
官
を
し
て
入
見
せ
し
め
、
其
の
判
官
の
掌
る
所
煩
劇
な
る
は
随
朝
の
職
任
と
同
に
升
す
べ
し
。

(

ロ

)

一
0
ヶ
月
ご
と
に
提
刑
使
・
副
使
、
或
い
は
提
刑
判
官
が
皇
帝一
に
謁
見
す
る
「
入
見
議
事
」
の
機
舎
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
際
に
現
地
調

査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
地
方
官
の
勤
務
紋
況
が
皇
帝
に
直
接
報
告
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
皇
一一帝
自
身
の
耳
目
と
し
て
の
提
刑
司
の
性

質
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

提
刑
司
は
皇
帝
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
も
と
に
、

他
官
の
製
肘
を
受
け
る
こ
と
な
く
職
務
を
遂
行
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

提
刑
司
傑
制
の
検
討
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次
に
、
地
方
官
に
劃
す
る
弾
劾

・
推
参
以
外
の
職
掌
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
多
岐
に
亙
る
提
刑
司
の
職
掌
に
関
し
て
は
、
大
定

二
九
年
八
月
壬
辰
に
「
提
刑
司
掌
る
所
の
三
十
二
僚
」
が
定
め
ら
れ
、

(
日
)

さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
提
刑
司
僚
制
」
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
提
刑
司
僚
制
」
に
闘
し
て
は
、
僚
制
そ
の
も
の
は
現
存
し
な
い
が
、
賞
一
該

さ
ら
に
明
昌
三
年

(
二
九
一

一
)
六
月
に

至
っ
て
恐
ら
く
前
僚
が
改
訂

僚
制
中
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
記
事
を
史
料
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

U

)

 

孔
子
五
一
代
の
孫
、
孔
元
措
の
撰
に
な
る
『
孔
氏
租
庭
贋
記
』
に
、
以
下
の
記
事
を
載
せ
る
。

是
の
年
(
明
昌
四
年
、
二
九
三
)
、
提
刑
司
の
降
到
せ
る
向
書
嘩
部
の
符
の
一
該
に
、

「奏
行
せ
る
篠
理
の
節
文
に
、

(
日
)

『
刺
史
州
己
上
の
宣
聖

廟
無
き
鹿
は
、
自
来
瓶
行
せ
る
に
依
り
て
起
蓋
す
る
を
許
す
。
蓄
廟
有
る
慮
、

若
し
損
嬢
有
る
も
、
亦
た
修
完
す
る
を
許
す
。
』
と
あ
り。

今
随
鹿
の
廟
率
、
官
司
多
く
一
意一
を
魚
さ
ざ
る
に
縁
り
て
、
以
て
傾
壌
を
致
す
。
兼
ね
て
照
得
す
ら
く、

明
昌
三
年
七
月
再
び
定
め
奉
行
せ

る
提
刑
司
の
僚
理
内
の
該
に
、

『
提
刑
司
に
委
ね
て
周
子
校
を
勉
勘
し
、
教
化
を
宣
明
せ
し
む
。
』
と
あ
り
。

若
し
廟
字
傾
頚
し
、

周
子
舎
弊



壊
せ
ば
、
即
ち
生
員
何
を
以
て
や
勉
勘
せ
ん
。
恐
る
ら
く
は
以
て
上
の
拳
校
を
輿
崇
せ
ん
と
す
る
の
意
に
副
う
無
き
を
。
各
路
の
運
司
に

行
下
し
、
照
験
依
躍
し
施
行
せ
よ
。
如
し
廟
撃
の
損
壊
す
る
去
慮
有
ら
ば
、
事
銭
を
支
贈
し
修
完
せ
よ
。
如
し
足
ら
ず
、
或
い
は
全
て
閲

す
れ
ば
、

合
に
用
う
べ
き
の
銭
数
に
接
い
て
、
疾
速
に
本
運
司
に
行
移
し
、

省
銭
を
開
支
し
、
臆
副
し
修
完
せ
よ
。
腕
較
す
る
を
得
る
無

か
れ
。
」

(

日

)

明
昌
四
年
に
躍
部
か
ら
提
刑
司
(
曲
阜
を
管
轄
下
に
置
く
山
東
東
西
路
提
刑
司
)
に
劃
し
て
下
さ
れ
た
符
文
中
の
「
明
昌
三
年
七
月
再
び
定
め
奉
行

せ
る
提
刑
司
の
僚
理
」
と
は
前
掲
「
提
刑
司
篠
制
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
提
刑
司
の
職
掌
と
し
て
「
勉
駒
事
校
」

「宣

明
教
化
」
と
い
う
二
貼
が
翠
げ
ら
れ
る
。
嘗
時、

廟
拳
の
管
理
は
進
士
出
身
の
州
懸
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
廟
撃
の
荒
麿
と
い
う
事
態
を

案
じ
た
章
宗
に
よ

っ
て
、
提
刑
司
に
は
廟
撃
の
管
理
を
通
し
て
、
教
育
の
振
興
・
人
材
の
育
成
に
携
わ
る
権
限
が
付
輿
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
記
史
料
中
に
見
ら
れ
る
章
宗
朝
に
お
け
る
間
学
校
振
興
策
の
推
進
に
閲
し
て
は、

『
金
史
』
巷
九
章
宗
紀
大
定
二
九
年
秋
七
月
辛
巳
僚
に
、
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詔
し
て
京

・
府
・
節
鎮
・
防
禦
州
、
撃
を
設
け
士
を
養
う
。

提
刑
司
設
置
の
翌
月
、
地
方
の
五
京
、

府
(
線
管
府
・
散
府
〉
、

節
鎖
、

防
禦
州
に
廟
撃
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

嘉
靖
『
慶
卒
府

志
』
に
牧
め
ら
れ
る
新
子
昭
撰
「
皐
記
」
に
は
、

詔
し
て
防
禦
州
よ
り
市
上
、

ハ
げ
)

臣
を
以
て
、
提
翠
の
官
を
領
せ
し
む
c

撃
を
設
け
土
を
養
い
、
太
事
の
如
く
教
授
弟
子
員
を
置
く
。
且
つ
文
儒
の

皇
廟
ハ
章
宗
)
儒
術
を
辱
向
し
、

上
記
史
料
に
劉
躍
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
地
方
に
お
け
る
廟
撃
の
設
置
・
修
復
が
章
宗
朝
に
お
い
て
本
格
的
に
な
さ
れ
る
な
ど
、
文
教
行
政
に

お
け
る
改
革
が
質
施
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

地
方
に
お
け
る
廟
撃
の
設
置
と
提
刑
司
の
設
置
は
同
時
期
に
連
動
し
て
な
さ
れ
た
一

連
の
施
策
で
あ
り
、

章
宗
朝
に
お
け
る
文
教
政
策
の
推

進
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
こ
そ
提
刑
司
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
廟
撃
の
維
持
管
理
と
い
う
具
盟
的
職
務
を
通
し
て
、
人
材
育
成
に
闘

し
で
も
提
刑
司
の
権
限
が
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
見
ら
れ
る
監
察
系
統
の
官
の
文
敢
行
政
へ
の
関
わ
り
は
、
後
に
元

465 
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代
に
至

っ
て
提
刑
按
察
司
(
至
元
二
八
年
以
降
、
粛
政
燦
訪
司
)
に
よ
る
文
数
行
政
へ
の
強
い

閥
興
と
い

っ
た
形
で
本
格
化
す
る
こ
と
と
な
る
。

元
代
に
お
け
る
監
察
系
統
の
官
の
文
敢
行
政
へ
の
閥
興
は
、
金
代
章一
宗
朝
の
施
策
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

第

節

元
代
提
刑
按
察
司
と
の
関
係

前
節
で
見
た
金
代
提
刑
司
と
元
代
提
刑
按
察
司
と
の
類
似
性
は
文
教
政
策
へ
の
闘
興
と
い
う

一
面
に
の
み
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
ろ
う
か
。

以

下、

そ
の
他
の
職
掌
に
闘
し
て
雨
者
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

元
代
提
刑
按
察
司
と
金
代
提
刑
司
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た

り
、
ま
ず
、
監
察
機
関
の
中
心
と
も
言
う
べ
き
御
史
蓋
に
闘
し
て
、
元
制
と
金
制
と
の
関
係
を
見
て
お
く。

南
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

既
に
丹
羽
友
三
郎
氏
に
よ
っ
て
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、

『
永
楽
大
典
』
巻
二
六

O
七
所
牧

『
経
世
大
典
』、

『
元
史
』
・
『
新
元
史
』
百
官
志
と
『
金
史
』
百
官
志
、

(

四

)

る
と
述
べ
ら
れ
る
。

王
惇
『
烏
蓋
筆
補
』
等
史
料
の
比
較
を
通
し
て
、
元
制
が
金
制
を
継
承
す
る
も
の
で
あ

- 10ー

ま
た
、

丹
羽
氏
は
こ
れ
に
績
け
て
金
代
提
刑
司
と
元
代
提
刑
按
察
司
の
官
員
・
品
秩
の
比
較
検
討
を
逼
し
て
、
金

・
元
南
制
の
類
似
性
に
言

及

す

る

が

、

い

さ

さ

か

説

得
力

(

四

)

(

鉛

)

を
依
く
。
そ
こ
で
、
以
下
、
金
・
元
雨
制
そ
れ
ぞ
れ
の
捨

っ
た
職
掌
の
比
較
と
い
う
観
艶
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
連
の
論
誼
が
官
員

・
品
秩
の
一
致
、
或
い
は
類
似
と
い
う
貼
の
み
の
検
討
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

至
元
六
年
三

二
六
九
)
に
設
置
さ
れ
た
提
刑
按
察
司
の
職
掌
は
、
『
元
典
章
一
』
典
-一章
六
蓋
綱
巻
二
に
牧
め
ら
れ
る

「
察
司
瞳
察
等
例
」
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
提
刑
按
察
司
が
設
置
さ
れ
た
至
元
六
年
と
い
う
時
期
は
、

ア
フ
マ
ド
の
権
力
伸
長
が
著
し
い
時
期
で
あ
り
、

翌
七
年
(
一
二
七
O
)
に
は
向
書
省
が
設
置
さ
れ
、

中
書
省
と
の
並
立
状
態
が
出
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た

制
到
南
宋
作
戦
を
意
識
し
た
中

で
質
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
河
南

・
山
東
等
の
地
に
あ

っ
た
各
種
軍
圏
と
の
関
係
な
ど
、
こ
の
篠
董
が
持
つ
政
治
的
背
景
は
大
い
に
検
討
を

要
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
複
雑
な
背
景
の
も
と
出
さ
れ
た
嘗
該
傑
室
且
五
見
て
最
初
に
目
を
引
く
の
が
、

篠
室
且
の
穂
数
で
あ
る
。
全
候
童

数
併
せ
て
=
二

係
、
こ
れ
に
劃
し
、
前
簡
で
述
べ
た
一
章
宗
朝
大
定
二
九
年
に
制
定
さ
れ
た

「提
刑
司
掌
る
所
」
は
三
二
僚
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶



然
の
類
似
と
見
な
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
内
容
の
検
討
に
移
る
。

前
節
で
取
り
上
げ
た
監
察
機
関
に
よ
る
文
教
政
策
へ
の
開
興
に
関
す
る
僚
霊
が
、

「
察
司
睡
察
等
例
」
に
も
見
ら
れ
る。

一
、
至
る
所
の
慮
、
農
桑
を
勘
課
し
、
民
の
疾
苦
を
問
い
、

事
校
を
勉
勘
し
、

教
化
を
宣
明
す
。
若
し
不
孝
不
悌
に
し
て
、
常
を
観
し
俗

を
敗
る
豪
猪
兇
黛
及
び
公
吏
人
等
、
官
司
を
素
煩
し
、
細
民
を
侵
凌
す
る
者
有
ら
ば
、
皆
糾
し
て
之
を
縄
せ
。
若
し
利
害
以
て
輿
除
す
ベ

き
者
有
ら
ば
、
蓋
に
申
し
省
に
呈
せ
。

民
情
の
現
察
と
と
も
に
、

事
項
が
、
先
の
提
刑
司
傑
制
と
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
記
さ
れ
る
。
確
か
に
「
勉
勘
皐
校
」

・「
宣
明
数
化
」
と
い
う
語
会
自
瞳
は
何
ら
特
殊

農
業
の
振
興
、

「
皐
校
を
勉
勘
し
」
、

「
教
化
を
宣
明
す
」

る
と
い
う

提
刑
按
察
可
の
果
た
す
べ
き
職
責
と
し
て
、

な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
一
般
的
用
法
と
し
て
使
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

敬
面
に
闘
す
る
こ
の
一
僚
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

(

氾

)

『
金
史
』
巻
五
七
百
官
志
按
察
司
僚
に
は
、

し
か
し
、
こ
う
し
た
雨
制
の
類
似
を
示
す
例
は
文

刑
獄
を
審
察
し
、
案
膿
を
照
刷
し
、
濫
官
汚
吏
豪
猪
の
人

・
私
壁
酒
麹
並
び
に
躍
に
禁
ず
べ
き
の
事
を
糾
察
す
る
を
掌
る
。
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裁
判
に
お
け
る
刑
罰
適
用
の
審
査
、

関
連
の
文
書
全
瞳
の
突
き
合
わ
せ
を
含
め
た
官
司
の

公
文
書
の
チ

ェ
γ
ク、

不
正
を
行
う
官
吏
や
勢
力

家
、
専
買
品
の
密
買
等
に
劃
す
る
糾
察
な
ど
、
そ
の
職
掌
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
封
慮
す
る
記
事
は
す
べ
て

「察
司
瞳
察
等
例
」
の
中
に

見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
特
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
案
眉
を
照
刷
す
」

る
と
い
う
職
掌
で
あ
る
。
こ
れ
に
一
見
類
似
す
る
州
豚
に
お
い
て
保
管
さ
れ
る
公

(

詑

)

文
書
の
検
査
が
、
北
宋
の
轄
運
司
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
掲
渡
遁
氏
の
論
考
中
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
提
貼
刑
獄
の
職

(

お

)

掌
の
内
に
も
「
案
臆
を
詳
覆
す
る
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
裁
判
関
係
の
文
書
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
封
し
て
、
金
代
提
刑
司
の
職
掌
に
見
え
る
「
照
刷
」
の
語
が
一
意
味
す
る
も
の
は
、

467 

一
切
の
公
文
書
に
劃
す
る
関
連
の
文
書
す
べ
て
の

突
き
合
わ
せ
を
含
め
た
検
査
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
け
る
文
書
の
検
査
と
は
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
。
こ

の
「
照
制
し
の
語
は
管
見
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の
限
り
に
お
い
て
、
上
記
按
察
司
僚
に
お
い
て
初
め
て
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
具
瞳
的
貫
施
状
況
を
記
す
に
は
至
ら
な
い
。
そ
こ

(

M

)

 

『
烏
蓋
第
十
補
』
中
に
載
せ
ら
れ
る
記
事
を
参
考
と
し
て
穆
げ
る
こ
と
と
す
る。

で
、
御
史
量
に
お
け
る
事
例
で
は
あ
る
が

一
、
照
刷
例
。
蓄
例
照
刷
は
、
所
司
先
に
事
目
を
具
し
て
蓋
に
到
る
。
其
の
文
巻
の
後
に
刷
尾
を
粘
連
し
公
事
の
本
末
を
具
し
蓋
に
赴
き

照
刷
す
。
監
察
御
史
は
正
位
に
坐
し
、
朱
錯
簿
を
閲
す
。
蓋
令
史
一
人
傍
ら
に
在
る
も
亦
た
坐
し
て
具
し
て
到
れ
る
事
目
を
執
掌
す
。

其

の
首
一
該
の
人
員
は
、
引
巻
通
讃
し
、
若
し
算
数
の
文
を
に
係
れ
ば
、
更
に
帳
科
司
吏
一
名
を
設
け
、
蓋
令
史
と
一

向
に
刷
磨
す
c

其
の
中

但
し
違
錯
檎
遅
有
ら
ば
、
監
察

(
御
史
)
は
文
巻
を
持
て
牧
め
吃
り

蓋
に
申
し、

情
を
量
り
て
治
罪
す
。
徐
の
這
錯
無
き
者
は
、
即
ち

に
大
程
官
を
し
て
刷
尾
の
騎
縫
の
近
下
に
先
に
刷
し
詑
わ
る
の
銅
墨
印
を
用
い
せ
し
め
、
然
る
後
蓋
す
る
に
、

監
察
御
史
の
朱
印
を
以
て

し
、
及
び
朱
舘
簿
上
の
結
尾
の
後
に
、
亦
た
刷
し
詑
わ
る
の
銅
墨
印
を
用
う。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
御
史
蓋
に
お
け
る
照
刷
の
方
法
と
し
て
は
、

ま
ず
針
象
と
な
る
官
司
よ
り
文
書
の
内
容
項
目
が
御
史
蓋
に
、
途
ら
れ
、
そ
の
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後
、
内
容
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
附
し
た
形
で
蛍
一該
文
書
が
御
史
蓋
に
持
ち
込
ま
れ
る。

御
史
蓋
で
は
、
監
察
御
史
が
照
刷
の
任
に
あ
た
り
、
朱

錯
簿
と
呼
ば
れ
る
勤
務
日
暦
を
検
閲
し、

同
時
に
蓋
令
史
に
よ
り
内
容
項
目
が
検
査
さ
れ
る
。
さ
ら
に
文
書
が
讃
み
上
げ
ら
れ
、
各
種
帳
簿
類

に
闘
し
て
は
、

専
門
の
司
史
が
加
わ
り
検
査
に
嘗
た
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
と
同
様
な
方
法
で
提
刑
司
に
お
い
て
も
照
刷
が
な
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
照
刷
こ
そ
が
金
代
御
史
蓋

・
提
刑
司
を
そ
の
起
源
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
元
朝
に
お
け
る
照
刷
に
つ
い
て
は

「察
司
瞳
察
等
例
」
に
お
い
て

一
、
宣
撫
司

・
障
路
の
紹
管
府
・
統
軍
司

・
轄
運
司
、
其
の
飴
の
諸
官
府
の
文
案
は、

上
下
牢
年
毎
に
照
刷
す
。
其
の
司

・
蘇
貫
に
違
在

遜
延
の
情
弊
の
事
理
有
ら
ば
、
指
巻
照
刷
す
る
を
聴
す
。

宣
撫
司

・
組
管
府

・
統
軍
司

・
時
運
司
及
び
以
下
す
べ
て
の
官
司
の
公
文
書
に
射
す
る
照
刷
が
半
年
ご
と
に
提
刑
按
察
司
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
元
朝
に
お
け
る
照
刷
の
貫
施
方
法
に
閲
す
る
よ
り
詳
細
な
記
述
が
『
元
典
-
章
』
典
-
章
六
蓋
綱
各
二
照
刷
に
見
え
る
が
、

こ
れ
ら
は
上
記
『
烏
蓋
筆
補
』
中
の
金
制
を
下
敷
き
に
整
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え
う
る
。
金
代
に
お
け
る
御
史
蓋

・
提
刑
司
に
よ
る
照
刷
の
寅



施
は
、
監
察
機
関
に
よ
る
文
書
検
査
の
重
要
性
の
高
ま
り
を
示
す
と
と
も
に
、
文
書
行
政
の
護
達
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

支
工
り
に
、

「
察
司
瞳
察
等
例
」
に
は
、

て
随
路
の
京
・
府

・
州

・
軍
の
司
獄
は
並
び
に
提
刑
按
察
司
に
隷
す
。

地
方
に
置
か
れ
た
獄
官
た
る
司
獄
は
こ
れ
よ
り
州
鯨
官
に
で
は
な
く
、
提
刑
按
察
司
に
隷
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
た。

こ
れ
に
闘
し
て
、
宮
崎
市

定
氏
は
宋
代
に
お
け
る
司
獄
が
州
鯨
官
に
属
す
る
の
に
劃
し
、
元
代
に
お
い
て
は
粛
政
廉
訪
司
に
属
す
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て

(

お

)

奉
げ
る
。
し
か
し
、
司
獄
の
監
察
機
関
へ
の
隷
属
は
、
既
に
金
代
よ
り
見
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
金
史
』
巻
七
三
宗
雄
附
蒲
帯
俸
に
よ

ヲ
ハ
V

ル」、
九
路
提
刑
使
慶
和
殿
に
朝
辞
す
る
に
及
び
、

上
田

く

「

官

制

を

建

立

す

る

に

、

九

そ

軍

民

事
相
い
渉
る
者

は
、
均
卒
に
決
遣
し
、
家
人
・
部
曲
を
鈴
束
し
、
郡
燃
の
事
を
温
擾
せ
し
む
る
勿
れ
。
今
司
獄
を
以
て
提
刑
司
に
隷
す
る
は
、
惟
だ
獄
粁

寛
無
き
を
糞
い
ね
が
う
の
み
。
」
と
。

嘗
に
寛
猛
は
中
を
得
ベ
し
。

一
章
宗
朝
に
お
い
て
既
に
司
獄
は
提
刑
司
に
属
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
司
獄
が
提
刑
司
に
直
属
す
る
と
い
う
瞳
制
が
、
元
制

へ
と
引
き
越
が
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
至
元
六
年
の
提
刑
按
察
司
設
置
に
際
し
て
定
め
ら
れ
た
「
察
司
瞳
察
等
例
」
は
、
ほ
ぼ
金
代
提
刑
司
僚
制
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
前
述
し
た
様
々
な
政
治
的
要
因
、
劉
南
宋
戦
争
に
闘
わ
る
諸
吠
況
を
加
味
し
た
上
で
襲
更
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

金
代
提
刑
司
の
設
置
期
聞
は
わ
ず
か
二
五
年
間
ハ
大
定
二
九
年
J
貞
祐
二
年
)
で
あ
っ
た
が
、
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言
え
よ
う
。

後
に
ク
ピ
ラ
イ
政
権
下
に
お
い
て
な

さ
れ
た
監
察
制
度
の
確
立
に
興
え
た
影
響
は
大
き
く
、

そ
の
淵
源
と
な
っ
た
施
策
で
あ

っ
た
。

第
四
節

提
刑
司
の
濁
立
性
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こ
れ
ま
で
金
代
提
刑
司
と
元
代
提
刑
按
察
司
と
の
類
似
性
・
連
摺
性
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
次
に
両
者
の
相
違
黙
が
い
か
な
る
黙
に
あ

っ
た
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の
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

『
縮
通
士
山
』
に
お
い
て
は

金
代
提
刑
司
と
御
史
蓋
、

ま
た
元
代
提
刑
按
察
司
と
御
史
蓋
(
行
御
史
蓋
)
と
の
関
係
に
つ
い
て

以
下
の
様

に
述
べ

ら
れ
る
。

臣
等
謹
ん
で
按
ず
る
に
、

元
は
按
察
使
を
改
め
粛
政
廉
訪
司
と
篤
す
。
各
路
を
監
制
す
る
と
難
も
、
買
は
内
蓋
及
び
各
行
蓋
に
統
隷
す
。

故
に
御
史
蓋
の
後
に
附
す
。
金
の
按
察
使
は
御
史
蓋
に
隷
せ
ず
、
而
し
て
掌
る
所
皆
人
民
を
鎮
撫
し
、
連
防
軍
肢
の
諸
事
を
稽
察
し
、
且

(

お

)

つ
宣
撫
使
の
職
を
兼
ぬ
る
者
有
る
が
若
き
に
は
非
ず
。
故
に
同
じ
か
ら
ざ
る
と
云
う
。

清
代
の
史
官
は
、
金
代
按
察
司
と
元
代
提
刑
按
察
司
と
の
遣
い
と
し
て
、
後
者
が
御
史
蓋

・
行
御
史
蓋
に
隷
腐
す
る
の
に
劃
し
て
、
前
者
が
御

史
蓋
に
は
隷
属
し
な
い
貼
を
奉
げ
る
。

督
と こ

れ
に
劃
し
て
、
三
上
次
男
氏
は
「
地
方
監
察
の
金
権
を
ま
か
せ
ら
れ
た
提
刑
司
も
、
質
際
に
お
い
て
は
提
刑
司
官
に
た
い
す
る
巌
重
な
監

(

幻

)

御
史
蓋
の
制
御
を
う
け
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。」
と
述
べ
、

提
刑

提
刑
司
の
重
大
な
職
権
に
た
い
す
る
干
渉
な
い
し
覆
察
と
を
通
じ
、

可
が
貫
質
的
に
御
史
蓋
の
監
督
下
に
置
か
れ
統
制
を
受
け
た
と
結
論
附
け
る
。

し
か
し
、
こ
の
結
論
を
導
く
史
料
の
解
揮
に
劃
し
て
は
疑
問
を
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感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、

三
上
氏
の
結
論
を
導
く
根
擦
と
な
っ
た
史
料
に
闘
し
て
再
検
討
を
試
み
、
雨
者
の
関
係
を
改
め
て
考
え

て
み
る
こ
と
と
す
る
。

上
氏
が
先
の
結
論
を
導
く
根
擦
と
し
た
の
は
、

『
金
史
』
中
の
二
つ
の
記
事
で
あ
り
、

そ
の
一
つ
が

『
金
史
』
各
一

O
六
買
盆
謙
俸
に
み

え
る
以
下
の
記
事
で
あ
る
。

(
明
田
園
〉
五
年
(
二
九
四
〉
、

右
諌
議
大
夫
と
魚
り
て
、
上
言
す
ら
く
「
提
刑
司
官
は
須
く
監
察
(
御
史
)
を
遣
わ
し
瞳
訪
せ
し
む
べ
か

ら
ず
し
て
、
宜
し
く
其
の
任
内
の
行
事
に
援
り
て
、

其
の
能
否
を
考
し
て
之
を
升
贈
す
ベ
し
。
」
と
。

上
回
く
「
卿
の
言
其
れ
見
る
所
有

る
か
。
」
と
。

(
買
〉
守
謙
封
え
て
日
く

「
提
刑
官
若
し
職
に
稽
わ
ざ
れ
ば

衆
の
共
に
知
る
所
に
し
て
、

且
つ
其
の
職
監
察
ハ
御
史
)

と
等
し
。
臣
是
の
故
に
之
を
言
う
。
」
と
。

上
こ
れ
を
嘉
納
す
。



な
る
こ
と
、

提
刑
司
官
の
能
否
は
地
方
を
巡
按
す
る
と
い
う
そ
の
性
質
か
ら
自
ず
と
衆
人
の
知
る
所
と

さ
ら
に
提
刑
司
官
と
監
察
御
史
の
職
掌
が
同
一
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
二

つ
の
理
由
か
ら
、
監
察
御
史
の
提
刑
司
官
に
封

右
諌
議
大
夫
の
職
に
あ
っ
た
買
盆
謙
(
守
謙
)
が
、

す
る
瞳
察
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
上
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
こ
の
記
事
を
以

て
三
上
氏
が
「
提
刑
司
の
官
吏
の
無
能
を
理
由

に
、
彼
ら
の
瞳
祭
と
は
べ
つ
に
、
監
察
御
史
を
し
て
地
方
官
吏
を
瞳
訪
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
も
の
」
と
す
る
の
は
、
恐
ら
く
讃
解
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。

次
に
、

や
は
り
三
上
氏
の
結
論
を
導
く
根
擦
と
な
っ
た
第
二
の
史
料
『
金
史
』
巻
九
四
裏
俸
に
は
、

(
嚢
〉
叉
言
え
ら
く
、
「
事
を
省
く
は
官
を
省
く
に
如
か
ず
。
今
提
刑
の
官
吏
、
多
く
治
に
盆
す
る
こ
と
無
く
、
徒
ら
に
有
司
の
事
を
凱

す
の
み
。
議
者
以
謂
え
ら
く
斯
れ
乃
ち
外
蓋
な
れ
ば
、
宜
し
く
罷
む
べ
か
ら
ず
。
臣
恐
る
ら
く
は
混
清
の
僻
、
徒
ら
に
聖
聴
を
煩
わ
す
の

み
な
る
こ
と
を
。
且
つ
憲
蓋
掌
る
所
の
者
は
官
吏
の
非
遣
を
察
し
、
下
民
の
寛
柾
を
正
す
。
亦
た
提
鼎
刑
獄
に
翠
薦
の
権
無
し
。
若
し
巴

に
設
く
る
に
以
て
逮
か
に
更
む
る
こ
と
難
け
れ
ば
、
其
れ
廉
能
を
採
訪
す
る
は
宜
し
く
本
司
(
提
刑
司
〉
に
隷
す
る
べ
か
ら
ず
し
て
、
宜

(

鎚

)

し
く
監
察
御
史
を
し
て
歳
終
に
瞳
究
せ
し
め
、
侃
お
不
時
に
官
を
選
び
廉
訪
せ
し
む
べ

し
。
」
と
。
上
皆
聴
納
す
。
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三
上
氏
は
こ
れ
を

「提
刑
司
の
官
吏
の
無
能
を
理
由
に
廉
能
を
採
訪
す
る
擢
限
を
提
刑
司
よ
り
と
り
あ
げ
、
監
察
御
史
に
輿
え
る
べ
き
こ
と
を

こ
う
た
上
奏
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
監
察
御
史
に
提
刑
司
官
の
勤
務
朕
況
を
現
地
調
査
す
る
と
い
う
職
務
が
委
ね
ら
れ
、

廉
能
官
の
採
訪
は
別
に
官
吏
を
波
遣
し
て
行
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
泰
和
八
年
に
至
っ
て
按
察
司
官
に
劃
す
る
瞳
察
の
任
が
監
察
御
史
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
三
上
氏
は
「
提
刑
司
が
権
限
の
う
え

に
お
い
て
も
、
御
史
蓋
の
寅
際
的
な
監
督
下
に
た
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
」
と
す
る
が
、
監
察
御
史
の
韓
察
が
及
ぶ
と
い
う
理
由
に

よ
っ
て
、
封
象
と
な
る
官
司
が
御
史
蓋
の
監
督
下
に
置
か
れ
た
と
す
る
な
ら
、
御
史
蓋
の
瞳
察
が
及
ぶ
す
べ
て
の
官
司
、

い
い
か
え
れ
ば
向
書

471 

省
を
も
含
め
た
中
央
の
官
司
す
べ
て
が
御
史
蓋
の
監
督
下
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従

っ
て
御
史
蓋
の
瞳
察
を
受
け
た
こ
と
か

ら
は
、
提
刑
司
と
御
史
蓋
の
統
属
関
係
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

三
上
氏
が
依
援
し
た
史
料
か
ら
は
、
提
刑
司
が
御
史
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蓋
の
監
督
下
に
置
か
れ
統
制
を
受
け
た
と
す
る
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
こ
で
、
金
代
に
お
け
る
提
刑
司
と
御
史
査
の
閥
係
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
が
、

元
代
の
提
刑
按
察
司
と
御
史
蓋

・
行
御
史
蓋
と
の

関
係
で
あ
る
。

『
元
典
章
』
典
章
五
蓋
綱
巻
一
行
蓋
瞳
察
等
例
中
の
篠
格
と
し
て
、

一
、
行
中
書
省

・
宣
慰
司
及
び
以
下
諸
司
の
官
吏
の
好
邪
非
遣
を
弾
劾
し
、
案
臓
を
照
磨
す
。
行
省

・
宣
慰
司
は
行
蓋
に
監
察
を
委
ね
、

其
の
徐
の
官
府
は
並
び
に
提
刑
按
察
司
に
委
ぬ
。

行
御
史
蓋
が
行
中
書
省
と
宣
慰
司
を
監
察
し
、
提
刑
按
察
司
は
こ
れ
以
下
の
官
司
に
劃
す
る
監
察
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

行
御
史
蓋
と
提
刑
按
察
司
の
監
察
封
象
の
濯
い
は
、
提
刑
按
察
司
が
行
御
史
蓋
に
従
属
す
る
と
い
う
南
者
の
統
属
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

こ
れ
に
射
し
て
金
代
に
お
レ
て
は
、
御
史
蓋
と
提
刑
司
と
の
監
察
劃
象
の
遣
い
は
、

軍
に
中
央
と
地
方
と
い
う
地
域
的
な
差
異
に
、過
ぎ
ず、

提
刑
司
の
監
察
結
果
に
劃
す
る
御
史
蓋
の
介
入
を
惇
え
る
史
料
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
前
掲

『
績
通
志
』
に
も
述
べ
ら
れ
る
様

『
元
史
』
百
官
志
に
お
い
て
は
、
御
史
蓋
の
記
事
に
績
い
て
粛
政
廉
訪
司
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
る
の
に
射
し
て
、

『
金
史
』
百
官
志
で
は
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御
史
蓋
と
提
刑
司
は
全
く
別
の
箇
所
に
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
前
に
見
た
提
刑
司
官
の
定
期
的
な
入
見
議
事
と
い
う
制
度
が
御
史
蓋
を
経
由
す

る
も
の
で
は
な
く
、
提
刑
司
は
直
接
皇
帝一
に
監
察
結
果
を
上
聞
す
る
機
舎
を
有
し
た
な
ど
の
理
由
か
ら
、

金
代
に
お
け
る
提
刑
司
は
御
史
蓋
か

ら
は
濁
立
し
た
官
司
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
御
史
蓋
か
ら
濁
立
し
た
提
刑
司
の
位
置
こ
そ
が
、

章
宗
が
改
革
に

求
め
た
政
治
的
意
園
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
う
る
。

第
二
章

提
刑
司
設
置
を
め
ぐ
る
諸
問
題

前
一章
で
の
提
刑
司
の
職
掌
に
劃
す
る
考
察
の
結
果、

金
代
提
刑
司
は
宋
代
監
司
を
統
合
す
る
形
で
成
立
し
、

元
代
提
刑
按
察
司
に
多
大
な
る

影
響
を
興
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
提
刑
司
は
御
史
蓋
か
ら
濁
立
し
た
監
察
機
関
と
し
て
成
立
し
、
中
央
に
お
け
る
御
史
蓋
と
地
方
に



お
け
る
提
刑
司
と
い
う
二
本
立
て
の
監
察
瞳
制
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
次
に
こ
の
提
刑
司
の
設
置
が
い
か
な
る
政
治
的
背
景
の
も
と

質
施
さ
れ
た
か
を

御
史
蓋
・
提
刑
司
官
就
任
者
の
人
的
構
成
の
検
討
を
遁
し
て
考
察
し
、

章
宗
朝
諸
改
革
の
持
つ
性
格
を
探
る
こ
と
と
す

る

第
一
節

照
宗
・
世
宗
朝
の
地
方
監
察

提
刑
司
は
御
史
蓋
よ
り
濁
立
し
た
監
察
機
関
と
し
て
成
立
し
た
が
、

で
は
何
故
に
監
察
系
統
を
二
分
す
る
形
で
の
設
置
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
提
刑
司
設
置
以
前
の
地
方
監
察
制
度
に
閲
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

察
は
、 提

刑
司
設
置
以
前
の
地
方
官
に
射
す
る
監
察
は
、
臨
時
に
中
央
よ
り
官
を
涯
遣
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
た
。
照
宗
朝
に
始
ま
る
地
方
監

皇
帝
の
近
臣
達
が
各
地
に
涯
遣
さ
れ
て
地
方
官
の
勤
務
朕
況
を
調
査
し
、

中
央
へ
の
報
告
の
後
に
、

廉
能
官
の
昇
進
、

汚
濫
官
の
降
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格

・
罷
克
が
な
さ
れ
た
。
中
央
か
ら
の
人
員
の
振
遣
に
よ
る
地
方
監
察
は
、
海
陵
朝
に
は
史
料
中
に
そ
の
貫
施
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
の
、
世
宗
朝
に
入
る
と
再
び
質
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
金
史
』
巻
八
九
翠
永
固
俸
に
よ
る
と
、

大
定
二
年
ハ
一
二
ハ
二
)
、

起
し
て
尚
書
左
丞
を
拝
す
る
に
、

奮
制
に
依
り
官
吏
を
廉
察
し、

正
隆
守
令
の
汚
を
革
め
ん
こ
と
を
請
う
に
、

之
に
従
う
。

世
宗
即
位
の
翌
年
向
書
左
丞
に
就
任
し
た
程
、
氷
固
の
提
言
に
よ

っ
て
貫
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
は
、

不
正
官
吏
の
取

り
締
ま
り
を
名
目
と
す
る
も
の
の
、
寅
質
的
に
は
海
陵
涯
の
粛
清
を
狙
っ
た
権
力
闘
争
の
側
面
を
持
っ
た
施
策
で
あ
っ
た
と
考
え
得
る
。

こ
こ
で
程
永
田
が
提
言
す
る
「
奮
制
に
依
る
」
と
は
、
照
宗
朝
に
行
わ
れ
た
中
央
よ
り
の
官
の
涯
遣
に
よ
る
地
方
官
の
監
察
と
い
う
制
度
を

指
す
も
の
で
あ
り
、
以
後
世
宗
朝
に
は
照
宗
朝
に
も
増
し
て
地
方
官
の
監
察
の
震
に
官
が
振
遣
さ
れ
る
ケ
l
ス
が
頻
渡
す
る
。
そ
の
際
涯
遣
さ

れ
る
官
に
は
特
に
定
ま
っ
た
規
定
は
無
く
、

ー司

金

Z埴

巻在
京世
寸百ー "." z 刀可

万て (J) 

紀 信
大任
零す
ノ¥又

年 λ
名物
/.J 7n‘ 
辛7Jjf
巴 遣
僚さ
kqれ

た
ヵ:

大
定
八
年
三

二
ハ
八
)
に
至
り
、

こ
の
地
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方
監
察
制
度
に
襲
更
が
加
え
ら
れ
る
。
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上

御
史
大
夫
李
石
に
謂
い
て
日
く
「
蓋
憲
は
固
よ
り
邪
正
を
分
別
す
る
に
在
り
、
然
る
に
内
外
百
司
宣
に
人
無
き
と
謂
わ
ん
や
。

惟
だ

卿
等

人
の
罪
を
劾
す
る
を
見
る
の
み
に
し
て
、
ふ
脅
か
』
塞
ぐ
る
を
聞
か
ず
。
自
今
宜
し
く
監
察
御
史
を
し
て
路
を
分
か
ち
善
悪
を
刺
奉
し

以
聞
せ
し
め
よ
。
」
と
。

優
秀
な
人
材
の
登
用
を
求
め
る
世
宗
は
従
来
の
制
度
に
射
す
る
不
満
か
ら
、
監
察
御
史
を
地
方
に
涯
遣
し
て
官
吏
の
監
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
と

す
る。

こ
こ

に
、
監
察
御
史
の
地
方
監
察
と
い
う
方
法
を
逼
し
て
、
御
史
蓋
は
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
官
吏
に
劃
す
る
監
察
の
権

限
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

御
史
蓋
官
の
出
自
別
構
成

世
宗
朝
よ
り
百
官
に
射
す
る
監
察
の
任
を
委
ね
ら
れ
た
御
史
蓋
の
権
限
は
強
力
な
も
の
と
な
っ
た
。
で
は
こ
の
御
史
蓋
の
中
心
た
る
御
史
大

- 18ー

夫

・
御
史
中
丞
に
就
い
た
の
は
い
か
な
る
人
物
達
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

御
史
蓋
官
、
中
で
も
長
官
た
る
御
史
大
夫
、
次
官
で
あ
る
御
史
中
丞
の
出
自
別
構
成
に
閲
し
て
は
、
既
に
三
上
次
男
氏
に
よ
っ
て
検
討
が
な

(
m
U

)

 

さ
れ
て
レ
る
。
し
か
し
、
三
上
氏
が
母
げ
る
表
に
は
、

時
間
軸
が
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

史
料
上
で
最
初
の
記
事
で
あ
る
皇
統
七
年
(
二

四

七
)
よ
り
金
朝
滅
亡
の
年
天
輿
三
年
(
一
二
三
四
)
に
至
る
ま
で
が

一
つ
の
表
で
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
聞
の
襲
化
に
閲
し
て
は
言
及
さ
れ
て
い

な
い。

ま
た
、
就
任
者
数
は
出
自
別
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
闘
し
て
は
次
の
様
な
問
題
貼
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
漢
人
の
扱
い
に
閲
し
て
で
あ
る
。
金
朝
は
遼

・
北
宋
を
ほ
ぼ
同
時
期
に
滅
ぼ
し、

東
北
地
区
よ
り
華
北
に
至
る
瞭
大
な
地
域
を
領

有
す
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
こ
の
領
域
内
に
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
漢
族
人
士
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
燕
雲
地
匿
を
中
心
と
す
る
醤

遼
朝
治
下
の
漠
人
、
も
う
一
方
は
華
北
に
在
っ
た
奮
北
宋
治
下
の
漢
人
達
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
け
る
両
者
の
差
異
は
あ
い
ま
レ
な
も
の

で
あ
り
、
明
確
に
雨
者
を
巨
別
し
て
扱
う
と
レ
う
態
度
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
近
年
、
劉
浦
江
氏
に
代
表
さ
れ
る
様
に
、
両
者
を
は

っ
き
り
と
異
な
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
そ
の
異
質
性
を
考
慮
に
入
れ
て
研
究
の
針
象
と
す
る
姿
勢
が
と
ら
れ
る
援
に
な
っ
て
き



(

ぬ

)
た。

劉
氏
の
研
究
を
参
考
に
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
燕
雲
地
域
の
漢
人
は
唐
代
安
史
の
蹴
の

後
、
藩
鎖
支
配
下
に
お
い
て
北
方
異
民
族
の
風
習
に
な
じ
み
、
政
治

・
文
化
等
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
「
胡
化
」
の
傾
向
を
辿
っ
た
。
こ

の
傾

そ
こ
で
ま
ず
、
雨
者
の
異
質
性
に
関
し
て
、

向
は
燕
雲
十
六
州
が
遼
朝
に
委
譲
さ
れ
た
後
さ
ら
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
う
し
た
朕
況
を
自
の
嘗
た
り
に
し
た
北
宋
の
遼
へ
の
使
者

達
も
、
彼
ら
遼
朝
治
下
の
漢
人
を
「
漢
見
」
と
呼
び
自
ら
と
区
別
す
る
。
さ
ら
に
北
宋
滅
亡
後
の
南
宋
の
人
々
も
彼
ら
「
漢
見
」
と
嘗
北
宋
治

下
の
漢
人
を
明
確
に
巨
別
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
金
朝
治
下
に
お
い
て
も
南
者
の
匡
別
は
明
確
で
あ
り
、
蓄
遼
朝
治
下
の
漢
人
を
「
漢
人
」
、

奮
北
宋
治
下
の
漢
人
を
「
南
人
」
と
呼
び
、
首
初
科
翠
の
寅
施
に
際
し
て
は
、
南
濯
・
北
選
と
い
う
二
種
類
の
試
験
を
行
い
、
南
者
を
そ
れ
ぞ

ハ
紅
)

れ
別
個
に
扱
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
様
に
、
劉
氏
は
雨
者
の
聞
に
は
ひ
と
く
く
り
に
漢
人
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
明
ら
か
な
差
異
が
存
在
し
て
い
た
と
し
、
金
朝
治
下
に

(

幻

)

お
い
て
は
「
漢
人
」
が
嘗
初
政
治
的
中
植
を
捲
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
績
け
て
、
南
者
の
政
治
的
重
要
性
は
海
陵
・
世
宗
朝
を
境
に
南
人
の
優

- 19ー

位
へ
と
饗
化
し
て
い
く
と
す
る
が
、
果
た
し
て
御
史
蓋
に
関
し
で
も
氏
の
読
に
一
該
嘗
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

表
一

J
三
に
示
し
た
御
史
大
夫

・
御
史
中
丞
の
出
自
別
就
任
者
数
を
見
る
と
、
肥
川
宗
靭
か
ら
世
宗
朝
ま
で
の
期
聞
に
お
い
て
は
、

宗
室

・
女

員

・
契
丹

・
溺
海

・
漢
人
に
よ
っ
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
占
め
ら
れ
、
南
人
の
就
任
者
は
世
宗
朝
に
お
け
る
李
長
の
御
史
中
丞
就
任
の

一
例
の
み

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
章
宗
朝
に
至
っ
て
南
人
の
就
任
者
数
が
明
ら
か
に
増
加
し
、
代
わ
っ
て
漢
人
の
就
任
者
数
は
減
少
す
る
こ
と
と
な
る。

つ
ま
り
、

表
一

J
三
を
見
る
限
り
で
は
、
御
史
蓋
に
関
し
て
は
南
人
の
勢
力
伸
張
は
章
宗
朝
に
始
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
漢
人
就
任
者
数
の
減
少
と
と
も
に
目
を
ひ
く
の
が
、

宗
室
、

契
丹
、
溺
海
人
就
任
者
敷
の
減
少
で
あ
る。

世
宗
朝
に
お
け
る
皇
室
と

溺
海
人
と
の
姻
戚
関
係
を
紳
と
し
た
強
固
な
結
び

つ
き
と
、
そ
れ
に
伴
う
政
治
的
重
要
性
の
増
大
化
は
既
に
外
山
軍
治
氏
ら
の
研
究
に
よ

っ
て

(

お

)

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
章
宗
朝
に
入
る
と
南
者
の
関
係
が
薄
れ
、
溺
海
人
の
政
治
的
重
要
性
も
減
少
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
溺
海
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人
と
同
様
に
宗
室
の
御
史
大
夫
・
中
丞
就
任
者
数
も
章
宗
朝
に
お
い
て
減
少
す
る
が
、
こ
う
し
た
雛
化
に
は
い
か
な
る
背
景
が
存
在
す
る
の
で
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照宗 ・海陵靭 (天曾十三年~正
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d刀bて 室 3 1 

女 l農 2 2 
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小
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重言宗朝(大定二十九年~泰和
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|御史大夫 |御史中丞|計
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激 海 。 。 。
漢 人 。 l 1 

南 人 2 4 6 

不 明 。 2 2 

言十 9 10 

- 20-

表一あ
ろ
う
か。

第
三
節

表ニ

宗
室

・
溺
海
人
の
統
制

表三

章
宗
の
印
位
に
先
立
つ
前
二
代
、
海
陵

・
世
宗
は
い
ず
れ
も
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
皇
帝一
位
を
手
に
し
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、

金
代
に
お
け
る

皇
帝一
猫
裁
制
の
未
成
熟
を
示
す
と
と
も
に
、
建
園
以
前
よ
り
見
ら
れ
る
部
族
連
合
的
性
質
の
残
存
が
も
た
ら
す
各
部
族
中
に
お
け
る
完
顔
氏
の

権
力
基
盤
の
脆
弱
さ
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
完
顔
氏
内
に
お
い
て
も
、
宗
室
諸
王
の
勢
力
は
強
大
で
あ
り
、

し
ば
し
ば
他
の
有
力
諸
勢
力
と
の
連
携
に
よ
る
政
権
の
聾
断
と
い

う
事
態
を
招
く
こ
と
と
な
る
。
先
撃
に
よ
っ

て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
様
に
、
海
陵
の
徹
底
的
な
宗
室
粛
清
は
こ
う
し
た
朕
態
か
ら
脱
却
し
、

(

川

品

)

安
定
し
た
皇
帝
植
の
確
立
を
目
指
す
と
い
う
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
海
陵
の
宗
室
粛
清
は
大
き
な
反
裂
を
呼
び、

反
海
陵
勢



力
に
よ
る
世
宗
を
擁
立
し
て
の
ク
ー
デ
タ
と
い
う
結
果
に
至
る
。
世
宗
は
皇
帝
権
の
確
立
を
意
固
し
た
海
陵
に
反
援
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
皇
帝

位
を
手
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
方
針
を
受
け
縫
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
内
外
の
混
凱
を
鎮
め
る
震
に
も
、
劃
内

・
封
外
と
も
に
消
極

ハ
お
)

的
な
融
和
政
策
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
後
に
「
大
定
の
治
」
と
稿
さ
れ
る
世
宗
の
治
世
は
、
買
は
緊
迫
し
た
朕
態
の
も
と
世
宗
が
取
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
融
和
政
策
を
美
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
皇
帝
位
を
巡
る
様
々
な
乳
離
は
、
章
一
宗
即
位
の
時
貼
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
章一
宗
は
世
宗
の
踊
子
允
恭
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ

る
が
、
治
世
の
末
年
に
皇
太
子
と
し
て
政
務
に
携
わ
っ
て
い
た
允
恭
を
失
っ
た
世
宗
の
落
臓
は
大
き
く
、
そ
の
期
待
感
は
嫡
孫
章
宗
に
向
け
ら

れ
た
。
大
定
二
六
年
(
二

八
六
)
一
一
月
に
皇
太
孫
に
立
て
ら
れ
、
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
地
位
を
確
か
な
も
の
と
し
た
章
宗
で
は
あ

っ
た

が
、
そ
れ
で
も
な
お
即
位
に
嘗
た
っ
て
は
、
こ
れ
に
反
劃
す
る
勢
力
が
存
在
し
た
。

世
宗
の
諸
子
中
最
年
長
で
、

ま
た
衆
望
も
厚
か
っ
た
庶
長
子
永
中
は
有
力
な
反
封
勢
力
の
推
す
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

ま
た
、
意
宗
の
即
位
に

に
お
け
る
章
宗
の
生
母
孝
誌
皇
后
の
崩
御
に
際
し
て
決
定
的
と
な
る
。 こ

う
し
た
宗
室
諸
王
に
封
す
る
章
宗
の
警
戒
心
は
明
昌
二
年
(
二
九

一
)

『
金
史
』
巻
八
五
世
宗
諸
子
永
中
俸
に
は
、

- 21ー

劃
し
て
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
の
は
、
永
中

一
人
に
止
ま
ら
ず
、

明
昌
二
年
正
月
辛
酉
、
孝
誌
皇
后
崩
ず
。
剣
員
定
府
事
呉
王
永
成

・
剣
定
武
軍
事
情
王
永
升

奔

喪

す

る
も
期
に
後
る
れ
ば
、
各
お
の
罰

俸

一
月
に
し
て
、
其
の
長
史
を
杖
す
る
こ
と
五
十
。
永
中
遁
た
ま
寒
疾
有
り
て
、

至
る
能
わ
ず
。
上
怒
り
、

頗
る
諸
王
の
軽
慢
の
心
有
る

を
意
い
、
使
を
遣
わ
し
永
中
を
責
め
し
め
て
日
く
「
巳
に
近
ご
ろ
公
除
せ
ら
る
も
、
亦
た
須
く
来
た
ら
ざ
ら
ん
や
。
」
と
。
:
:
:
(中
略
〉

:
:
:
壬
辰
、
永
中
及
び
諸
王
朝
僻
す
る
に
、
遺
留
の
物
を
賜
い
、
種
遇
に
在
り
と
難
も
、

而
れ
ど
も
嫌
思
此
れ
よ
り
始
ま
る
。

宗
室
諸
王
に
劃
す
る
章
宗
の
警
戒
心
は
こ
の
事
件
を
期
に
ま
す
ま
す
擦
大
の
方
向
を
見
せ
、
翌
明
昌
三
年
に
は
地
方
に
置
か
れ
た
各
王
府
に
は

(

鉛

)

王
府
官
と
し
て
王
俸

・
府
尉
官
が
設
置
さ
れ
、
諸
王
に
劃
す
る
統
制
は
巌
し
さ
を
増
す
。

こ
う
し
た
章
宗
の
宗
室
統
制
に
劃
し
て
最
初
に
反
旗
を
翻
し
た
の
は
、
鄭
王
永
揺
で
あ

っ
た
。
彼
は
剣
定
武
軍
と
し
て
定
州
に
あ

っ
た
が
、
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章
宗
の
宗
室
諸
王
統
制
策
に
劃
し
て
不
満
を
強
め
、
遂
に
河
南
統
軍
使
と
し
て
封
南
宋
方
面
軍
圏
の
ト
ッ
プ
に
あ

っ
た
僕
散
撲
に
内
麿
を
求
め
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謀
反
を
圃
る
。
こ
の
動
き
は
僕
散
授
が
荷
携
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
す
ぐ
さ
ま
鎮
座
さ
れ
る
が
、
事
件
の
後
諸
王
に
劃
す
る
統
制
は
さ
ら

に
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

(
明
昌
)
四
年
、
鄭
王
永
脂
、
謀
逆
を
以
て
訣
せ
ら
る
。

諸
王
司
馬
一
員
を
増
置
し、

門
戸
の
出
入
を
検
察
し
、
珪
磁
波
宴
は
皆
制
限
有

(
幻
)

り
、
家
人
の
出
入
は
皆
禁
防
有
り
。

亡事
に件
至の
る後
ま
で諸
徹王
底司
さ馬
れ(が
た38設
。)置

さ
れ

王
府
へ
の
出
入
り
に
関
し
て
ま
で
躍
し
い
統
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
措
置
は
以
後
金
朝
滅

さ
ら
に
、
氷
踊
談
殺
の
翌
年
、
溺
海
人
勢
力
と
章
宗
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
事
件
が
勃
鼓
し
た
。
張
汝
弼
の
妻
、

高
陀
斡
の
訣
殺

で
あ
る
。

『
金
史
』
巻
六
五
后
妃
元
妃
張
氏
惇
に
よ
る
と
、

汝
弼
の
妻
高
陀
斡
麗
し
ば
邪
言
を
以
て
永
中
を
慌
い
、

元
妃
の
像
を
重
き
て
、

朝
夕
之
に
事
え
、
徴
一帽
を
観
望
し
、

左
道
を
挟
む
に
及
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ぶ
。
明
昌
五
年
、
高
陀
斡
珠
せ
ら
れ
て
死
し
、
事
汝
弼
及
び
永
中
に
連
な
る
も
、

汝
弼
死
後
に
事
鼠却
す
る
を
以
て
、

官
爵
を
迫
倒
せ
ざ
る

を
得
。
而
ど
も
章
宗
心
に
永
中
を
疑
い
、
累
年
揮
さ
ず
。

高
陀
斡
の
夫
、
張
汝
弼
は
世
宗
擁
立
の
功
労
者
張
浩
に
連
な
る
遼
陽
の
張
氏
と
い
う
溺
海
人
名
門
の
出
身
で
あ
り
、
大
定
年
聞
に
は
尚
書
左
丞

に
ま
で
至
っ
た
溺
海
の
名
門
人
士
で
あ
る。

ま
た
、
高
氏
も
湖
海
人
中
の
名
門
で
あ
り、

永
中
の
生
母
元
妃
と
も
同
族
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
溺
海
人
勢
力
の
中
心
と
も
言
う
べ
き
遼
陽
の
張
氏
・
高
氏
に
連
な
る
高
陀
斡
の
諒
殺
が
興
え
た
影
響
は
大
き
く、

さ
ら
に
こ
の
事
件
が
、

永
中
の
擁
立
に
よ
る
章
宗
政
権
の
輔
覆
を
謀
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
こ
れ
以
降
溺
海
人
勢
力
は
政
権
の
中
極
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。

意
宗
印
位
の
時
貼
ま
で
、
監
察
権
を
一

手
に
握
っ
た
御
史
蓋
官
の
長
官
た
る
御
史
大
夫
、
次
官
御
史
中
丞
に
は、

建
園
期
以
来
の
既
存
勢
力

と
も
呼
ぶ
べ
き
宗
室
・
女
員
・
契
丹
・
溺
海
・
漢
人
が
ほ
ぼ
濁
占
的
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。

一
帝
位
を
脅
か
し
か
ね
な
い
宗
室
諸
王
・
溺
海
人
勢
力
の
排
斥
と
い
う
事
態
を
招
く
に
至
り
、
既
存
勢
力
た
る
彼
ら
に
射
す
る
統
制
は
強
ま
り、

し
か
し
、
こ
う
し
た
朕
況
は
章
宗
朝
に
入
り
、
皇



代
わ
っ
て
南
人
の
進
出
と
い
う
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
節

提
刑
司
設
置
の
意
固

御
史
蓋
に
お
け
る
南
人
の
進
出
は
、
提
刑
司
官
就
任
者
に
闘
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
定
二
九
年
の
設
置
時
に
お
け
る
提
刑
使

・
副

使
へ

の
任
命
者
の
中
に
は
、
張
首
公

・
賀
揚
庭

・
董
師
中
と
い
っ
た
南
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
確
か
に
全
世
か
ら
考
え
た
な
ら
ば
、
こ
の
南
人

の
占
め
る
割
合
は
と
び
抜
け
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
大
定
二
九
年
以
前
に
お
い
て
監
察
権
を
握
っ
た
御
史
蓋
に
お
け
る
南
人
の
比
率
を

考
え
た
な
ら
ば
、
こ
の
際
の
南
人
登
用
は
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

『
遺
山
先
生
文
集
』
巻
一
六
に
牧
め
ら
れ
る
元
好
間
の
手
に
な
る
卒
章
政
事
案
園
公
張
文
貞
公
神
道
碑
に
よ
れ
ば
、

曾
た
ま
提
刑
司
を
創
設
す
る
に
、
首
め
に
公
に
命
じ
て
河
南
路
提
刑
使
と
震
す
。
募
年
な
ら
ず
し
て
、
御
史
蓋
奏
し
て
課
九
路
の
最
と
魚

さ
ば
、
擢
し
て
御
史
中
丞
を
奔
す
。
時
に
明
昌
元
年
ハ
一
一
九
O
)
な
り
。
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提
刑
司
設
置
に
あ
た
り
、
張
高
公
は
員
っ
先
に
河
南
路
提
刑
使
に
任
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
歳
の
勤
務
評
定
で
は
、

九
路
提
刑
使
中
の
第

一
位

と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
奉
げ
た
張
寓
公
が
後
に
御
史
中
丞
に
任
じ
ら
れ
た
様
に
、

-
章
宗
朝
に
お
け
る
御
史
大
夫

・
御
史
中
丞
就
任
者
の
中

に
は
提
刑
司
官
を
経
た
ケ
l
ス
が
自
に
附
く
。
特
に
、

御
史
中
丞
に
閲
し
て
は
史
料
中
に
確
認
し
得
る
全
十
名
の
内
、
六
名
ま
で
も
が
提
刑

使
・
副
使
を
経
た
人
物
で
あ

っ
た
。

御
史
蓋
に
は
隷
属
し
な
い
形
で
提
刑
司
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
多
く
の
南
人
が
登
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
既
存
勢
力
の
制
限
を
離
れ
、
濁
自

の
施
策
を
貫
施
し
よ
う
と
す
る
章
一
宗
の
意
固
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
不
可
飲
で
あ
っ
た
の
が
、
提
刑
司
に
よ
る
既
存
勢
力
と
は
一
線
を
劃
す
有
能

な
人
材
の
登
用
で
あ
り
、
同
時
に
反
射
涯
に
劃
す
る
統
制
で
あ
っ
た
。
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こ
の
様
に
、
提
刑
司
は
奮
遼
朝
系
の
契
丹

・
溺
海
・
漢
入
、

或
い
は
皇
帝
一
位
を
脅
か
し
か
ね
な
い
宗
室
勢
力
の
牙
城
と
も
言
う
べ
き
御
史
蓋

よ
り
地
方
監
察
の
擢
限
を
切
り
離
す
こ
と
で
成
立
し
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
御
史
蓋
か
ら
濁
立
し
た
提
刑
司
の
あ
り
方
は
、
北
宋
監
司
が
皇
一帝一
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に
直
属
す
る
機
闘
で
あ
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
。
従
来
の
監
察
業
務
を

一
手
に
携
う
御
史
蓋
の
権
限
を
弱
め
る
た
め
、
北
宋
監
司
を
統
合

し
た
強
力
な
権
限
を
有
す
る
提
刑
司
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
建
園
以
来
の
主
流
と
も
言
う
べ
き
遼
制
の
縫
承
は
、
北
宋
制
の
導
入

に
よ
っ
て
大
き
く
轄
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
提
刑
司
官
を
歴
任
し
た
自
ら
が
信
任
す
る
人
材
を
御
史
蓋
に
迭
り
込
む
こ
と
に
よ

っ

て
、
御
史
蓋
そ
の
も
の
を
も
自
ら
の
勢
力
の
内
に
引
き
込
も
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
提
刑
司
設
置
に
代
表
さ
れ
る
章
宗
朝
の

一
連
の
改
革
の
性
格
を
如
買
に
反
映
す
る
の
が
、
明
昌
四
年
に
始
ま
る
金
朝
の
徳
運
を
め

(

ぬ

)

ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
従
来
、
金
朝
は
歴
代
王
朝
と
の
連
績
性
を
考
慮
せ
ず
、
太
租
が
園
読
を
金
と
し
た
こ
と
か
ら
金
徳
を
採
用
し
て
い
た。

こ

れ
が
章
一
宗
朝
に
数
度
の
議
論
を
耀
て
、
北
宋
の
火
徳
を
継
承
す
る
土
徳
を
採
用
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
の
推
移
は
、
宣
宗
朝
に

(
川
副
)

編
纂
さ
れ
た
『
大
金
徳
運
園
説
』
に
記
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
と
、

明
昌
四
年

一
二
月

一
一
日
に
始
ま
り、

泰
和
二
年

(
=
δ
二
)。

月
二
五
日
に
至
っ
て
、
北
宋
の
火
徳
を
縫
承
す
る
も
の
と
し
て
の
土
徳
の
採
用
が
決
定
さ
れ
る
。

陳
翠
森
氏
は
こ
の
土
徳
採
用
を
晶
一
阜
宗
の
嘗
初
か
ら
の
既
定
方
針
で
あ
っ
た
と
し
、
北
宋
を
繕
承
し
よ
う
と
す
る
一章一
宗
の
意
圃
を
表
す
も
の
と

(

H

U

)

 

『
中
州
集
』
辛
集
第
八
日
子
羽
小
俸
に
述
べ
ら
れ
る
日
貞
幹
の
記
事
を
奉
げ
る。
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し
て

史
館
に
在
り
て
正
統
を
論
ず
る
に
、
濁
り
衆
人
と
異
な
る
。
園
家
止
だ
嘗
に
遼
を
承
く
る
べ
し
と
謂
い
て
、
大
い
に
章
廟
の
旨
に
件
い
、

西
京
運
幕
に
摘
さ
る
る
。

遼
朝
を
縫
承
す
べ
し
と
し
た
呂
貞
幹
の
-意
見
は
、
章
宗
の
意
志
に
逆
ら
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
彼
は
西
京
轄
運
司
幕
職
官
に
左
遷
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、

(
m
U
)
 

固
と
呼
ぶ
。
)
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
歴
代
王
朝
の
正
閏
・
緩
承
闘
係
を
記
し
た
徳
運
圃
が
果
た
し
て
何
時
つ
く
ら
れ
た
の
か
は
現
在
の
所
定
か

で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
存
す
る
徳
運
固
に
よ
る
限
り
、
圏
中
に
は
遼
は
存
在
し
な
い
。
わ
ず
か
に
遼
西
の
地
を
保
っ
た
五
胡
十
六
圏
中
の
北

燕
、
或
い
は
後
貌
の
偶
偏
園
家
と
も
言
う
べ
き
後
梁
と
い
っ
た
園
ん
で
ま
で
も
が
、
徳
運
圏
中
に
お
い
て
縫
承
闘
係
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
レ

『
大
金
徳
運
園
設
』
に
は
そ
の
名
の
通
り
「
園
」
(
以
下
、
徳
運



る
こ
と
を
考
慮
し
た
な
ら
ば
、
遼
が
圏
中
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
違
和
感
を
費
え
ざ
る
を
得
な
い
。

質
際
、
徳
運
議
に
際
し
て
も
遼
朝
の
縫
承
を
提
唱
す
る
者
は
存
在
し
、
ま
た
、
建
園
期
よ
り
奮
遼
朝
系
の
契
丹
・
溺
海
・
漢
人
勢
力
が
政
治

的
中
植
を
縫
っ
て
い
た
と
い
う
朕
況
か
ら
す
れ
ば
、

と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

た
と
え
正
統
王
朝
の
中
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
と
も
、
そ
の
存
在
自
瞳
を
無
視
す
る
こ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蓮
が
徳
運
園
中
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

意
圃
的
に
圏
中
か
ら
削
除
さ
れ
た
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
事
買
は
、
章
宗
に
よ
っ
て
金
朝
が
縫
承
す
べ
き
王
朝
は
北
宋
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
遼
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
北
宋
の
耀
承
を
宣
言
す
る
土
徳
採
用
は
、

皇
帝一
権
の
強
化
を
目
的
と
し
た
北
宋
制
の
採
用
を
目
指
す
章
宗
の
一意
志
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
一
連
の
改
革
の
第
一
歩
と
な
る
の
が
、
北
宋
監
司
を
統
合
す
る
形
で
設
置
さ
れ
た
提
刑
司
で
あ

っ
た
の
で
あ

る。
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章
宗
が
諸
改
革
を
推
進
す
る
う
え
で
障
害
と
な
っ
た
の
は
、
既
存
の
権
限
を
固
持
し
よ
う
と
す
る
宗
室
や
政
権
の
中
橿
を
措
う
奮
遼
朝
系
の

人
士
達
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
徳
運
の
議
論
を
通
し
て
北
宋
を
薩
承
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
で
、
南
人
の
積
極
的
登
用
、
提
刑
司
設
置

に
代
表
さ
れ
る
北
宋
制
の
採
用
、
ひ
い
て
は
皇
帝
擢
の
濁
傘
的
地
位
の
確
立
を
正
統
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
章
宗
の
目
指
す

皇
帝
権
の
強
化
の
た
め
に
は

宗
室
・
有
力
部
族
出
身
者
が
強
い
権
限
を
握
る
濯
の
縫
承
は
忌
避
さ

(

円

相

)

れ
、
こ
と
さ
ら
に
徳
運
圏
中
よ
り
、
遼
を
削
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
北
宋
の
継
承
と
い
う
徳
運
議
の
決
定
が
、
章
宗
朝
に
お
け
る
『
遼
史
』
編
纂
の
頓
挫
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
こ
と
は
既
に
先
撃
の

(
U
H
)
 

研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
徳
運
議
開
始
に
先
立
つ
明
昌
二
年
の
契
丹
文
字
慶
止
の
措
置
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
章
宗
の
遼
制
思

ハ
必
)

避
の
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

部
族
連
合
園
家
と
い
う
性
質
を
持
ち

481 
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お

わ

り

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
様
に
、
提
刑
司
の
設
置
は
章
宗
の
皇
帝
権
確
立
と
い
う
目
的
の
た
め
な
さ
れ
た
諸
改
革
の
中
心
た
り
う
る
政
策
で
あ

っ
た
。
そ
こ
に
は
南
人
の
登
用
に
よ
り
、
既
存
勢
力
た
る
宗
室
・
契
丹
・
溺
海
・

漢
人
勢
力
の
擢
力
削
減
を
ね
ら
っ
た
-
章
宗
の
意
園
が
背
景
に

あ
り
、
そ
の
た
め
提
刑
司
は
御
史
蓋
か
ら
地
方
監
察
業
務
を
切
り
離
す
か
た
ち
で
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

章
宗
の
皇
一
一
帝
樺
確
立
と
い
う
意
固
は
、
形
は
異
な
る
が
海
陵
朝
に
み
ら
れ
る
宗
室
の
粛
清
、
契
丹
人
に
射
す
る
統
制
の
強
化
と
い
っ
た
諸
政

策
と
そ
の
目
指
す
方
向
性
は
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
海
陵
の
過
激
な
弾
匡

・
粛
清
が
世
宗
の
ク
ー
デ
タ
と
い
う
事
態
を
引

き
起
こ
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
、

章
宗
は
北
宋
の
纏
承
を
根
擦
と
し
た
北
宋
制
の
導
入
と
い
う
形
で
、
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際

に
、
提
刑
司
は
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
を
遁
し
て
、

弾
劾
・
推
傘
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
は

地
方
官
の
綱
紀
粛
正
を
狙
う
と
と
も
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に
、
章
宗
の
目
指
す
改
革
質
施
に
必
要
と
さ
れ
た
人
材
の
確
保
と
反
針
涯
の
統
制
と
い
う
一
面
を
持
つ
施
策
で
あ
っ
た
。

た
-4一
草
宗
の
意一
固
に
沿
う
施
策
で
あ
り、

ま
た
、
地
方
に
お
け
る
廟
翠
の
設
置
に
代
表
さ
れ
る
文
教
行
政
改
革
も
、
人
材
の
育
成
と
い
う
面
か
ら
考
え
た
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
上
述
し

こ
の

文
教
行
政
改
革
に
も
深
く
閲
興
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

提
刑
司
は
廟
撃
の
管
理
を
通
し
て、

る
本
稿
で
取
り
上
げ
た
地
方
監
察
制
度
に
閲
し
て
は
、
北
宋
制
と
元
制
の
聞
に
は
、
明
ら
か
な
断
絶
が
存
在
す
る
。
北
宋
に
お
け
る
中
央
と
地

方
を
結
ぶ
役
割
を
捨
う
監
司
の
成
立
は
、
監
察
制
度
史
上
に
お
い
て
劃
期
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る。

し
か
し
、

複
数
の
監
司
の
存
在
に
起
因

す
る
監
察
の
不
統

一
な
ど
、
北
宋
制
の
持
つ
問
題
黙
は
願
在
化
し
て
い
た
。
金
代
提
刑
司
は
こ
う
し
た
北
宋
監
司
を
統
合
す
る
形
で
継
承
し、

地
方
に
お
け
る
提
刑
司
と
中
央
の
御
史
蓋
と
い
う
よ
り
整
備
さ
れ
た
制
度
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
金
制
を
織
承
し
た
元
朝
に
至

っ
て
、
御
史
蓋
(
行
御
史
蓋
)
!
提
刑
按
察
司
と
い
う
一
本
化
さ
れ
た
監
察
盟
制
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
職
掌
に
関
し
て
も

照
刷
の
貫
施

・
文
教
行
政
へ
の
閲
興
・
司
獄
の
隷
腐
な
ど

金
代
提
刑
司
を
起
源
と
す
る
様
々
な
職
務
が

元
制
へ
と
縫
承
さ
れ
る
の
で
あ



る。
本
稿
に
お
い
て
は
、
監
察
制
度
を
取
り
上
げ
金
元
時
代
の
連
積
性
を
示
す
具
韓
例
と
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
一

事
を
も

っ
て、

諸
事
象
を

類
型
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
別
の
側
面
か
ら
も
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
指
摘

し
た
金
代
「
提
刑
司
篠
制
」
と
元
代

「
察
司
瞳
察
等
例
」
と
の
纏
承
閲
係
、
あ
る
い
は
雨
者
の
き
わ
め
て
緊
密
な
闘
係
が
意
味
す
る
も
の
は
、

単
な
る
監
察
制
度
の
縫
承
と
い
う

一
面
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
金
代
章
宗
朝
に
お
い
て
連
動
し
て
な
さ
れ
た
諸
政
策
が
後
世
、
特
に
ク

ビ
ラ
イ
政
樺
下
に
お
け
る
諸
制
度
の
確
立
に
多
大
な
影
響
を
興
え
る
な
ど
、
章
宗
朝
諸
改
革
全
般
が
持
つ
重
要
な
意
義
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要

す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
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註(
1
〉
杉
山
正
明
『
耶
律
楚
材
と
そ
の
時
代
』

一
七
頁
参
照
。

(

2

)

宙
開
松
岩

「金
代
提
刑
司
奥
按
察
司
初
探
」
(
『
卒
原
大
皐
拳
報
』

一
九

八
七
、
『
報
刊
資
料
選
陸
・
宋
遼
金
元
史
』
一
九
八
七
年
第
六
期
に
再

録
。
)

(

3

)

何
俊
哲
・
張
達
昌

・
子
園
石
『
金
朝
史
』
(
中
園
祉
曾
科
皐
出
版
社
、

一
九
九
二
)
第
一
六
章
第
一
節
三
一
八
頁
。
そ
の
他
に
提
刑
司
に
関
わ

る
研
究
と
し
て
は
、
徐
松
鋭
「
金
監
察
制
度
初
論
」

(
『
民
族
研
究
」

一
九
九
二
年
第
二
期
)
が
あ
る
が
、
職
掌
の
列
奉
と
沿
革
を
記
す
に
止

辛」
F
v
h
v

。

(
4
〉
李
治
安
「
元
代
粛
政
廉
訪
司
研
究
」
ハ
『文
史
』
二

O
O
O年
第
三

輯
〉
、
同
「
元
代
粛
政
廉
訪
司
研
究
(
中
〉
」
(
『
文
史
』
二

O
O
O年
第

四
輯
)
。

(
自
帯
位
、
一
九
九
六
)

(
5
〉
九
路
と
は
、
上
京
易
傾
路
・
東
京
成
一
今
路

・
北
京
臨
波
路
・
中
都
西

京
路

・
南
京
路
・
河
北
東
西
大
名
等
路

・
山
東
東
西
路
・
河
東
南
北

路
・
険
西
東
西
路
を
指
す
。
後
、
承
安
三
年

(
一
一
九
八
)
に
上
京
、

東
京
の
二
司
が
統
合
さ
れ
、
上
京
東
京
等
路
提
刑
司
と
な
り
、

さ
ら
に

翌
承
安
四
年
ハ
一

一
九
九〉
、
提
刑
司
は
按
察
司
に
改
組
さ
れ
る
。

〈

6〉

『
金
史
』

巻
七
三
、
宗
雄
附
蒲
樽
俸
。

(

7

)

梅
原
郁

『宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
(
同
朋
合
、

一
九
八
五
〉

第
三
章

第
四
節
二
六
六
J
二
七
九
頁
、

渡
漫
久

「
鞠
運
司
か
ら
監
司
へ
|
|
宋

初
に
お
け
る
監
司
の
成
立
|
|
』
」

(『東
洋
史
苑
』
第
三
八
説
、

一
九

九
二
)
、
同
「
北
宋
縛
運
使
と
行
政
監
督
」

ハ
『
龍
谷
大
皐
論
集
』
第
四

五
七
鋭
、

二
O
O
一
)
参
照
。

(
8
〉
『
文
献
遁
考
』
巻
六
一
職
官
考

一
五
提
刑
「
東
莱
呂
氏
自
・
:

(
中

略
)
:
:
:
自
後
提
刑
一
司
雄
専
以
刑
獄
祭
事
、
封
格

・
銭
穀
・
盗
賊
・
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保
甲
・
軍
慰

・
河
渠
事
務
寝
繁
、
跡
地
勢
盆
重
、
而
鱒
運
司
所
総
惟
財
賦

綱
運
之
責
而
巴
。
司
局
愈
多
、
官
吏
盆
衆
而
事
愈
不
治
。

今
日
之
弊
、

正
在
按
察
之
官
不
一
也
。
」

(
9
〉
章
宗
朝
以
前
に
お
け
る
安
無
使
就
任
の
事
例
と
し
て
は
、

『
金
石
孝

編
』
巻

一
五
四
祈
州
府
並
日
照
寺
碑
中
に
見
え
る
高
召
和
式
の
官
職
が
奉

園
上
持
軍
行
折
州
防
禦
使
事
象
管
内
安
撫
使
統
押
祈
海
路
寓
戸
丘
一
馬
で

あ
る
こ
と
や
『
金
史
』
径
六
六
宗
室
合
住
停
、
問
答
八
一
王
伯
龍
俸
等

の
例
が
摩
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
が
い
ず
れ
も
猛
安
謀
克
を
領
し
て
い
た
こ

と
、
さ
ら
に
『
金
史
』
各
五
七
百
官
志
按
察
司
僚
に
は
安
撫
使
の
職
営
?

と
し
て
「
掌
銀
撫
人
民
、
議
察
透
防
軍
援
、
審
録
重
刑
事
。
安
撫
剣
官

則
街
内
不
格
動
農
探
訪
事
、
令
専
管
千
戸
謀
克
。
:
・
:
(
中
略
)

使
、
正
三
口
問
、
銀
撫
人
民
、
議
察
逃
防
軍
放
之
事
、
の
専
管
猛
安
謀
克

教
習
武
慈
及
令
本
土
純
願
風
俗
不
致
改
易
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
首
時
の
安
撫
使
が
猛
安
謀
克
を
領
し
、
そ
の
軍
事
指
揮
権
を

有
す
る
官
職
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

(
叩
〉
提
刑
司
官
の
品
秩
は
、

『
金
史
』
百
官
志
に
よ
る
と
、
使
ハ
一

員
、

正
三
口
問
〉
・
副
使
(
員
数
不
明
、
正
四
品
)
・
判
官
(
二
員
、
従
六
日
間
)
、

改
組
後
に
祭
事
(
員
数
不
明
、
正
五
品
)
が
増
員
さ
れ
る
。

(
日
〉
『
金
史
』
径
五
回
選
奉
志
奉
薦
傑
「
章
宗
大
定
二
十
九
年
、
上
以
選

翠
十
事
、
命
車
中
御
合
魯
議
向
書
省
定
擬
。
」
三
上
次
男
氏
は
こ
れ
を

「
皇
帝
み
ず
か
ら
の
褒
案
|
|
あ
る
い
は
側
近
の
l
1
」
と
す
る
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
提
案
は
輩
宗
の
意
図
を
そ
の
ま
ま
に
示
す
も
の

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
一
一
一
上
次
男
「
金
代
に
お
け
る
向
書
省
制
度
と
そ

の
政
治
的
意
義
」
(
初
出
「
金
朝
に
お
け
る
尚
書
省
の
研
究
」
東
大
教

養
翠
部
歴
史
察
研
究
報
告
集
『
歴
史
と
文
化
』
七

・
八
、
一
九
六
回
、

後
に
『
金
史
研
究
』
二
、
中
央
公
論
美
術
出
版
社
、

録
。
)
第
二
節
第
三
項
三
七
六
頁
参
照
。

(
ロ
)
提
刑
司
官
の
一

0
ヶ
月
ご
と
の
入
見
は
、
明
昌
二
年
に
至
っ
て

一
五

ヶ
月
ご
と
に
改
め
ら
れ
る
。
『
金
史
』
巻
九
章
宗
紀
明
昌
二
年
一

一
月

壬
申
篠
参
照
。

(
日
)
「
三
十
二
篠
」
に
関
し
て
は
、

『
金
史
』
各
九
章
宗
紀
大
定
二
九
年

八
月
壬
辰
係
、
「
提
刑
司
僚
制
」
に
関
し
て
は
、
同
明
昌
三
年
六
月
丁

己
保
参
照
。
な
お
、
「
提
刑
司
僚
制
」
に
関
し
て
は
、
植
松
正
氏
の
論

文
中
に
お
い
て
、
元
代
の
僚
賓
と
の
関
連
性
が
言
及
さ
れ
る
。
植
松
正

「
元
代
係
重
考
L

付
(
『
香
川
大
皐
数
育
拳
部
研
究
報
告
』
第
一
部
、

第
四
五
説
、
一
九
七
八
)
参
照
。

(

M

)

『
孔
氏
租
庭
庚
記
』
径
三
崇
奉
雑
事

本
稿
で
は
四
部
叢
刊
績
編
木

に
依
る
。
金
代
宣
宗
朝
正
大
四
年
(
一
二
二
七
)
に
編
纂
さ
れ
た
本
書

は
、
賞
時
の
命
令
文
の
形
式
等
を
俸
え
る
数
少
な
い
史
料
で
あ
り
、
多

く
の
重
要
な
記
事
を
載
せ
る
。

(
日
)
後
掲
す
る
『
金
史
』
章
宗
紀
、
或
い
は
『
金
史
』
径
五
一
選
奉
志
に

お
い
て
は
、
廟
皐
の
設
置
は
防
禦
州
以
上
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
刺
史
州

以
上
と
す
る
理
由
は
不
明
。

(

M

)

下
行
文
書
の
一
形
式
。
中
村
総
一
氏
に
よ
る
と
、
唐
代
の
符
は

「
行

政
機
関
の
所
管
が
被
管
に
援
す
る
文
書
で
あ
り
、
統
属
関
係
の
な
い

官
府
関
に
お
い
て
、
符
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
さ
れ
る
が

(
中
村
裕
一
『
唐
代
公
文
書
研
究
』
ハ
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
)
第
五

章
第
三
節
一

九
七
J
一
九
八
頁
。
)
、
金
代
に
お
け
る
提
刑
司
と
抽
服
部

(
六
部
)
と
の
統
属
関
係
を
示
す
史
料
は
管
見
の
限
り
他
に
存
在
せ

ず
、
こ
の
一
例
を
も
っ
て
提
刑
司
と
六
部
と
の
統
属
関
係
を
決
定
す
る

一
九
七

O
に
再
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こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
元
代
に
お
け
る
符
交
に
関
し
て
は
、
田
中

謙
二
氏
に
よ
る
と
「
六
部
ま
た
は
左
・
右
三
部
が
下
司
に
お
く
る
公

文
」
と
さ
れ
、
統
属
関
係
を
持
つ
属
司
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
田

中
謙
二
「
元
典
章
文
書
の
構
成
」
(
初
出

『東
洋
史
研
究
』
第
二
三
巻

第
四
説
、
後
に
『
田
中
謙
二
著
作
集
』
二
、
汲
古
書
院
、
二

O
O
Oに

再
録
。
)
参
照
。

(
口
)

嘉
靖
『
庚
卒
府
士
山
』
巻
五
(
天

一
閣
議
明
代
方
士
山
選
刊
〉。

(
国
)
丹
羽
友
三
郎
コ
冗
代
に
お
け
る
監
察
官
制
の
特
色
に
つ
い
て
」
(
初

出
『
三
重
法
経
』
第
一
七
鋭
、
一
九
六
六
、
後
に
『
中
園
元
代
の
監
察

官
制
』
高
文
堂
出
版
社
、
一
九
九
四
に
再
録
。
)
第
二
章
参
照
。

(
四
)
確
か
に
、
官
員
の
品
秩
の
勲
に
限
定
す
れ
ば
金
制
と
元
制
は
一
致
す

る
。
し
か
し
、
員
数
の
黙
で
は
、
元
制
が
長
官
た
る
提
刑
按
察
使
の
二

負
制
を
採
る
な
ど
、
そ
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

丹
羽
氏
は
「
翠
濁
官
に
よ
る
専
権
を
抑
制
す
る
た
め
、
ま
た
、
交
代
制

に
よ
り
監
察
機
能
の
園
滑

・
強
化
を
は
か
る
た
め
」
と
す
る
が
、
氏
の

依
録
し
た
史
料
が
至
元
一
四
年
(
一

二
七
七
)
、
江
南
卒
定
後
に
再
置

さ
れ
た
提
刑
按
察
司
の
吠
況
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
至
元
六
年
の
提
刑

按
察
司
創
設
嘗
時
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
設
置
嘗
初
の
吠
況
を

も
含
め
た
二
員
制
導
入
の
推
移
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る。

(
初
)
李
治
安
氏
は
元
制
が
官
員
数
・
品
秩
・
職
掌
の
黙
に
お
い
て
、
ほ
ぼ

金
制
を
踏
襲
す
る
も
の
と
す
る
が
、
主
黙
が
元
制
に
置
か
れ
て
い
る
た

め
、
金
制
へ
の
言
及
は
簡
略
で
あ
り
、
具
鐙
的
事
例
を
翠
げ
る
に
は
至

ら
な
い
。
ま
た
、
前
掲
註
(
日
)
の
至
元
六
年
蛍
時
の
元
代
提
刑
按
察
司

の
官
員
数
に
闘
し
て
も
明
言
を
避
け
る
。
前
掲
註
ハ
4
)李
治
安

コ
充
代

粛
政
廉
訪
司
研
究
」
参
照
。

(
幻
〉
前
掲
註
(

5

)

で
述
べ
た
様
に
、
承
安
四
年
に
提
刑
司
は
按
察
司
へ
と

改
組
さ
れ
る
。
『
金
史
』
百
官
志
に
は
、
改
組
後
の
按
祭
司
が
翠
げ
ら

れ
る
が
、
職
掌
に
関
し
て
は
推
患
の
権
限
が
改
組
後
に
失
わ
れ
た
こ
と

を
除
き
、
改
組
前
後
に
お
け
る
大
き
な
獲
化
は
見
ら
れ
な
い
。

(
辺
〉
前
掲
註
(

7

)

渡
透
(
二

O
O
一
)
で
は
、
縛
運
使
に
よ
る
州
豚
の
文

書
検
査
の
事
例
が
掌
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
そ
の

封
象
と
な
る
文
書
が
司
法
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
州
燃
の

文
書
保
管
義
務
に
射
す
る
鱒
運
使
の
監
督
責
任
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
北
宋
期
に
お
い
て
、
金
代
照
刷
の
語
に
削割

腹
す
る
関
連
文
書
の
突
き
合
わ
せ
を
含
め
た
公
女
書
全
般
に
亙
る
検
査

が
監
司
に
よ
っ
て
寅
施
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
お
)
『
宋
史
』
巻
一
六
七
職
官
志
提
貼
刑
獄
公
事
候
「
掌
察
所
部
之
獄
訟

而
卒
其
曲
直
、
所
至
審
問
囚
徒
、
詳
覆
案
膿
。
L

〈川品)

『秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
八
三
「
烏
牽
筆
補
」

こ
こ
で
は
明
確

に
金
代
の
事
例
と
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
照
刷
の
語
が
『
金

史
』
按
察
司
僚
に
お
い
て
初
め
て
確
認
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
元
初
に

お
い
て
「
奮
例
」
が
泰
和
律
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
至
元
三
年
(
一
二
六
六
〕
一
一
月
時
黙
に
お
け

る
こ
の
記
事
は
、
金
制
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
元
初
に
お
け
る
「
奮
例
」
の
用
法
に
関
し
て
は
、
仁
井
田
陸
・
牧

野
巽
「
故
唐
律
疏
議
制
作
年
代
考
閉
」

(
『
東
方
皐
報
』
東
京
、

第

一一

筋
、
一
九
三

一
)
参
照
。
ま
た
、

金
代
御
史
蜜
に
お
け
る
照
刷
の
賀
施

に
関
し
て
は
、
『
金
史
』
巻
一

O
九
陳
規
俸
に
載
せ
ら
れ
る

「
篠
陳
八

事
疏
」
に
「
二
日
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
雄
有
御
史
、
不
過
責
以
糾
察
官
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史、

照
刷
案
股
、
巡
視
倉
庫
而
己
。
其
事
関
利
害
或
政
令
更
革
、
則
皆

以
震
機
密
而
不
問
。
」
と
あ
っ
て
、
御
史
蓋
に
あ
っ
て
は
賢
察
御
史
に

よ
り
照
刷
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
億
え
る
。

(
お
)
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
剣
機
構
」
一
八
七
頁
参
照
。

(初
出
『
東
方
撃
報
』
京
都
、
第
二
四
加
、
一
九
五
四
、

後
に
『
ア
ジ

ア
史
研
究
』
第
四
、
東
洋
史
研
究
曾
、

一
九
六
回
、
『
宮
崎
市
定
全

集』

一
て

宋
元
、
岩
波
書
底
、
一
九
九
二
に
再
録
。)
本
稿
は

『
全

集
』
に
依
る
。

(
お
)
『
繍
逼
士
山
』
巻

一一二三
職
官
略
四
金
元
官
制
上
粛
政
廉
訪
司
係
。

(
幻
)
一
二
上
次
男
「
金
の
御
史
墾
と
そ
の
政
治
祉
曾
的
役
割
」
(初
出
、
東

大
教
養
皐
部
歴
史
皐
研
究
報
告
集
『
歴
史
と
文
化
』
九
、
一
九
六
七
、

後
に
『
金
史
研
究
』
二
に
再
録
。
)
第
五
章
第

一
節
五
三
五
頁
。

(
お
)
『
金
史
』
巻
九
八
完
顔
匡
俸
に
も
、
同
じ
内
容
の
記
事
を
載
せ
る
。

(
m
U
)

前
掲
註
(
幻
〉
三
上
論
文
第
五
章
第
二
節
第
二
表
参
照
。

(
ω
)
劉
浦
江
「
金
朝
的
民
族
政
策
輿
民
族
岐
鵡
」
(
初
出

『
歴
史
研
究
』

一
九
九
六
年
第
三
期
、

後
に
『
遼
金
史
論
』
遼
寧
大
皐
出
版
社
、

一
九

九
九
に
再
録
。〉
、
「
設
。
漢
人
。
|
|遼
金
時
代
民
族
融
合
的
一

個
側

面
」
(
初
出

『
民
族
研
究
』
一
九
九
八
年
第
六
期
、
後
に

『
遼
金
史

論
』
に
再
録
。
)
参
照
。
ま
た
、
金
代
に
お
け
る
漢
人
・
南
人
の
差
異

に
関
し
て
は
、
趨
翼
『
廿
二
史
街
記
』
巻
二
八
金
元
倶
有
漢
人
南
人
之

名
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
。

(
況
)
科
患
に
お
け
る
南
北
選
の
分
離
は
、

海
陵
の
天
徳
三
年
(
一一

五

一
)
に
解
消
さ
れ
る
。
『
金
史
』
袋
五

一
選
穆
志
進
士
諸
科
燦
参
照
。

(

m

M

)

以
後
、
本
稿
に
お
い
て
は
替
遼
朝
治
下
の
漢
族
人
土
を
傑
人
、
沓
北

宋
治
下
の
漢
族
人
士
を
南
人
と
呼
ぶ
。

(
お
〉
外
山
軍
治

「
金
朝
治
下
の
湖
海
人
L

(
『
金
靭
史
研
究』

同
朋
合
、

一
九
六
四
所
牧
)
、
「
世
宗
即
位
の
事
情
と
遼
陽
の
激
海
人
」
(
初
出

「
金
世
宗
即
位
事
情
の

一
考

{ER--特
に
世
宗
と
遼
陽
激
海
人
と
の
関

係
に
つ
い
て
|
|
」
『
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
暴
論
文
集
』
内
外
出

版
印
刷
、

一
九
四
て

後
に

『金
朝
史
研
究
』
に
再
録
。)
、
劉
浦
江

「
激
海
世
家
輿
女
員
皇
室
的
聯
姻
1

1
乗
論
金
代
溺
海
人
的
政
治
地

位
」

(
初
出
『
北
大
史
皐
』
第
三
輯
、
北
京
大
曲
学
出
版
社
、

一
九
九

五、

後
に

『
遼
金
史
論
』
遼
寧
大
皐
出
版
社
、

一
九
九
九
に
再
録
。
)

参
照
。

(引品〉

董
克
昌
「
関
子
評
債
完
頚
亮
的
幾
個
問
題
」
(
『
北
方
文
物
』
一
九
八

四
年
第
四
期
)
、
劉
粛
勇

「
談
完
顔
亮
殺
人
用
人
二
事
|

|
輿
董
克
昌

先
生
商
権
」

(
『
北
方
文
物
』
一

九
八
九
年
第
四
期
)
参
照
。

(お
)

前
掲
註
(

1

)

、
杉
山
著

一
二
八
頁
参
照
。

(
お
)
王
府
官
に
関
し
て
は
、

『金
史
』
各
八
五
世
宗
諸
子
永
中
俸
に
、

「初
置
王
縛

・
府
尉
官
、

名
鴛
官
層
、
質
検
制
之
。
」

と
あ
っ
て
、

諸

王
に
削
到
す
る
目
付
役
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

(幻〉

『
金
史
』

巻
八
五
世
宗
諸
子
永
中
俸
。

(お〉

『中
州
集
』
戊
集
第
五
密
園
公
稽
小
俸

「
明
昌
以
来
、
諸
王
法
禁

殿
、
諸
公
子
皆
不
得
輿
外
閲
交
通
。
」

(

m

却〉

値
幅
運
と
は
、
愛
宕
松
男
氏
に
よ
る
と
、
「
徳
運
設
と
は
云
う
迄
も
な

く、

五
行
相
生
の
設
で
あ
っ
て
、
上
は
唐
虞
よ
り
正
統
を
承
け
て
相
逮

績
す
る
中
園
王
朝
に
は
、
こ
の
思
想
に
基
づ
く
整
然
た
る
序
列
が
定
ま

っ
て
い
る
。
従
っ
て
い
か
な
る
王
朝
と
雄
も
、
自
己
の
正
統
を
主
張
す

る
限
り
、

五
運
中
の
一
徳
を
推
論
し
て
自
己
を
こ
の
系
列
中
に
位
置
附

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
と
設
明
さ
れ
る
。
愛
宕
松
男
「
遼
金
宋
三
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(『
愛
宕
松
男
東
洋
史
拳
論
集
』
第

史
の
編
纂
と
北
族
王
朝
の
立
場
」

四
巻
、
三
一

書
房
、
一
九
八
八
)
。

(

ω

)

『
大
金
徳
運
闘
設
』
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
四
庫
全
書
珍
本
四
集

本
、
碧
琳
現
閣
議
警
本
の
二
種
。
本
稿
で
は
四
庫
全
書
本
に
依
る
。
ま

た
、
一
軍
宗
朝
・
宣
宗
朝
に
お
け
る
徳
運
議
に
言
及
す
る
研
究
と
し
て

は、

zoraTw自
の
『
同
タ
ド
内
h
d
H
帆
苦
ミ
右
辺

3
L「
昔
、
有
怠
町
内
UFな
A
H
w
l

b
な
円

R
E
S
h
R
W
N
R町
内
、

H
E
"
H
N
q
h
F
3・【
U
F
3
b
h
E
E
Q
(』』』
M
1

』記品〉切

C
3話
『
白
日
々
。
同
当
S
F
5
m
gロ

P
2♂

ω
2同門戸。自仏

F
O
E
S
-
S
E・
前
掲
註
(
ぬ
〉
愛
宕
論
文
、
松
浦
茂

「
金
代
女
員
氏
族

の
構
成
に
つ
い
て
|
|
『
金
史
』
百
官
志
に
み
え
る
封
読
の
規
定
を
め

ぐ
っ
て
」
(『
東
洋
史
研
究
』
第
三
六
を
第
四
抗
、
一
九
七
八
)
等
が
翠

げ
ら
れ
る
。

(
H
M

〉
前
掲
註
(
川
叫
〉
出
or--曲
目
。

E
ロ
著
八
八
J
八
九
頁
参
照
。

(
必
)
徳
蓮
聞
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
(
必
〉

Zor--曲
目
。
宮
口

著
で
も
取

487 

り
上
げ
ら
れ
、
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
(
八
二
J
八
三
頁
〉
、
金

朝
に
お
け
る
歴
史
観
を
具
現
化
し
た
史
料
と
も
言
え
る
こ
の
徳
運
固
に

関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
必
)

遼
の
宗
族
、
部
族
制
に
関
し
て
は
、

谷
井
俊
仁
「
契
丹
例
数
政
治
試

論
」
(
気
賀
津
保
規
編
『
中
園
併
数
石
経
の
研
究
』
、

京
都
大
息
平準
術

出
版
曾
、

一
九
九
六
)
参
照
。

〈

μ

叫
〉
富
崎
家
昇

『
遼
史
源
流
考
輿
遼
史
初
稿
』

(
恰
併
燕
京
皐
社
出
版
、
一

九
九
三
〉
、
前
掲
註
(
ぬ
)
愛
宕
論
文
参
照
。

(
必
)
従
来
公
文
書
に
は
女
民
文
字
と
と
も
に
こ
れ
を
課
し
た
契
丹
文
字
、

さ
ら
に
こ
の
契
丹
文
字
を
誇
し
た
漢
字
の
三
者
が
使
用
さ
れ
た
が
、
明

回
目
二
年
四
月
に
至
り
、
女
員
文
字
は
直
ち
に
漢
字
に
課
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
契
丹
文
字
の
使
用
は
駿
止
さ
れ
る
。
『
金
史
』
巻
九
章
宗
紀
明

昌
二
年
四
月
篠
参
照
。
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Ａ CONSIDERATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF

　

THE JIN ＤＹＮＡＳＴＹ：ONE ASPECT OF THE REFORMS

　　　　　　　

IN THE REIGN OF ZHANG･ZONG

IGURO Shinobu

　　

The Jin金dynasty established its own system of administration by

adopting aspects of the systems of the Liao and the Northern Song, but it

relied on the Khitan and Bohai people of the former Liao dynasty and the

Han people from the Yan-yun 燕雲region, which had long been under the

control of the Liao, for leadership roles from the first. The reign of Zhang-

zong章宗marks the dividing line after which the so-called Southerners 南

人, Han people, who had lived under the Northern Song, came to the fore,

and it was under these circumstances the Northern Song　system was

adopted and further developed.

　　

The one　act that most　clearly　characterizes　the　various　reforms

instituted during　the reign of Zhang-zong is the　establishment of the

Judicial Commission 提刑司. Established immediately after his enthrone-

ment, the　Judicial　Commission　combined　in　one　ｏ伍ce　the　authority

for policies that had been scattered among the many offices of the Circuit

Supervisors監司of the Northern Song, and it also ｅχercised the powers

of recommendation and removal from ｏ伍ce throughout the various regional

administrations.

　

Most striking was its authority over educational policy;

the inspection of writings, called zhao-shua 照刷, and the independent

character of its subordinate Wardens 司獄were to have ａ strong influence on

the functions of later, Yuan-dynasty ｏ伍ce of Surveillance　Commission

提刑按察司.

　　

The decisive difference between the Jin　and　Yuan　systems lay,

however, in　the　question　whether or　not their existed ａ subordinate

relationship to the Censorate 御史毫.　The Jin Judicial Commission was

established as ａｎｏ伍ce independent of the Censorate, and ａ dual system of

surveillance, with the Censorate at the center and the Judicial Commission

in the provinces, operated simultaneously. Given that the Northern Song

system, in which various Circuit Supervisors were directly subordinate to
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the emperor, was succeeded by the Yuan, with its Surveillance Commission

subordinate to the Censorate, the ｅχistenceof the intermediate Jin system

described above cannot be overlooked｡

　　

Behind the implementation of the reforms carried out in the reign of

Zhang-zong, characterized by the formation of the Judicial Commission,

was the intention of fortifyingthe authority of the emperor and controlling

the traditionalholders of centralpower such as the Khitan, Bohai, and Han

peoples, as well as other members of the imperial clan. These traditional

forces,who had nearly monopolized the highest ranks of the Censorate with

its surveillance function prior to the reign of Zhang-zong, objected to the

implementation of reforms, and there were attempts to do away with the

Judicial Commission. However, with the decision to follow in the path of

successive dynasties by assuming the mantle of authority of the Northern

Song taken in the Discussions on the Cyclical Domination of the Power or

Virtue徳運議, the separation of the authority of regional surveillance from

the Censorate with the establishment of the Judicial　Commission, the

foundation of Princely Establishments 王府官, and the elimination of the

Bohai power holders, succession of the Liao dynasty system was rejected

and the authority of traditionalpower holders was erased. In this manner,

the decision to succeed the Northern Song taken in the Discussions on the

Cyclical Domination of the Power or Virtue legitimized the various reforms

of Zhang-zong that had been designed to firmly establish the authority of

the emperor through the adoption of the Northern-Song system.

THE ESTABLISHMENT OF THE HOUSEHOLD TAXATION

　　　　　

SYSTEM： FROM FU-LIAN TO ＨＵ･DIAO

　　　　　　　　　　　

Watanabe Shin'ichiro

　　

In this article l argue that the household tａχationsystem 戸調制of the

Western Jin西晋had its roots in the Han dynasty method of procuring

resources that was called fu-lian 賦斂. In order to arrive at this conclusion,

ｌ considered three points.

　　

Firstly, I considered the content of the Han fu-lian system. Fu-lian is
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